
予防時報

£®11~~~ 



ト

ロー ヤル CB IN火 ti

ロ ー ヤ ル 四位化 消火磁

水格付 手 拘Iポンプ

ゼネ レータ（連続泊旅発生機）

鉛 舶 用 i包 沫消火 ~

［国家 消防本 部
検定合絡｛運 輸 省

l横害保険料率算定会

スリ品

ドラ イ グミ 刀 Jレ消 火It!

ケ ミカ ル フオ F消 火~

二ill X証式殴アル カ リ消久~

泡沫消 火 磁

JII給付大型消 火 糠

各極消 火 薬 剤l

製

1
2
eの主

α〉 初回製作所

大阪市北区押 l沼町7

東京郎｛岳民芝中門前！日J2の 5

r1z 1;1¥J 市 上 iJH ~：，i HIT 2 4 

小 倉 市凶 本 間r 2 

広 必 市 袋町 57 

名古屋市中区南大作通り6の 2

柏崎市田 lllJ 4 3 6 

仙台 市 立町 通 5

札幌市 南 四条西 2 の 7

株式会社

本社

営業所

九 州 出 張 所

小倉出張所

広島出張所

名古屋出張所

新潟出張所

仙台出張所

北海道出張所

量豆一一一一
口 _L

火

災

報

知

機

感知 器による発見

手動による消防署直結 まで 一 貫／

損通 報少な速い

｜製 作 ｜｜ 工事 ｜｜ 保守 ｜｜設計 ｜

品目

AS M型舶用煙探知器

MK N型流量計算盤

TK式炭酸ガス消火装置

トーホ一式消防仰筒

ノーザン式 。
各種消火恭

業

MM式火災報知機

東報式P型火災報知機

各種自動火災感知器

簡易型火災笹報機

満水減水表示器

望書察署直通非常警報装霞

営

札幌市北2条東8丁目 5 電（ 4) 1442 
横浜市神奈川区西神奈川｜ ！のlI 電（49)7783 
名古屋市中村区笹島町lの221種目fヒケレ電（56)2121代

大阪市西区立売網と通りlの25 電（53〕6294.8398 
広島市水主町383 電（ 4) 528 
福岡市本町21 電（75〕2616
京都市上京区本経過下長者町一1・3番町206電（44)7769 
小倉市砂津東本町505 ?It (52) 5318 

札幌営業所

横浜営業所

名古屋営業所

関西営業所

広島営業所

福岡営業所

京都出彊所

小倉出彊所

東 京報知機株式会社
東 京 都港 区芝 田村町5の3社本

京 （501〕82 0 1代表東話電



消防写真コンクール

主 催 * 京 n~ JVj If 

東京連 合防 火 協 会

日本損 ；！？保険協会

後援 朝 日 Y庁 ｜片l よ｜

協賛 富士写真フィルム株式会社

推 薦

ビ ル 火災

村 上 善 光氏

＊京都中野｜メ：恨の宮 3-25

（カラー写真から像写）



特

選

猛

火

林

守

栄

氏

特

選

焼跡はきびし

思句

木

根

米 八

良rs

5 氏



目 次 49 

消防の出初式・・…・・・・・一一一一一一・・・一志野 三平一・（ 2) 

化学工業における安全工業の導入（4）ー・左右田信一...( 4) 

天然色映画紹介 日本の民家（1 ) 

…・企画 日本損害保険協会…（35)

まんがの消防一…一一一……・…森比呂志一（10)

写真特集 団地の火災 新型消防艇・……………（ll)

・，，角川同4・、4・・・F ， .，，. .， ，. ， ，，，..，，円』’、， 0 ・．，、．筒、 ，． ・J司・．困司、”M円川崎．．－、，P噌同，．・、，， .、， ＂•＂，，， ・．，陶，， ・．・－， 、..， . ・．戸・・

交通問題

交通 対策の矛盾と展開……一一磯村英一一(15)

交通事故の状況 － 一・・・…一一警視庁交通部一（19)

取材記事 交通事故は防げる ・……－…………ー…ー（30)

ーそれぞれの立場からー

救急隊 ・交通機動警ら隊 ・緑の小母さん

救急指定病院 ・トラック業者

川．戸、．．，、M ＂，、，F、s・，J・・．．，、1・・－・，向a戸、..，，.• ..，.. ， ，円、• ＇ 、 0・＂＇ ’‘” － ・J’d ’..卵、l、‘・6・，，，，....＿，p、＂・M，、，、！’‘也，.，...、．

消防写真コンクール入選発表…………ー・・……………ー（ 8)

新刊紹介 「化学および化学工業のための防災指針」・・・・・・（37)

口絵写真 消防写真コンクール入選作品



重 消 防の出初式 言

都会も地方も正月というとー騒ぎする恒例の

消防の出初式があります。

今日はその由来をたずねてみましょう，それ

には一応消防隊の始めを知らないとわかり憎い

と思いますので，それから調べてみます。

昔明暦三年（一六五七年〉に江戸開府以来の

大きな火災があり，大江戸八百八町のうち五百

余町を焦土と化した大火で，別名振袖火事とい

う伝説を残しましたが，その結果，老中掘田正

之の唱導で消防力の強化と防火都市計画の促進

が急速におこなわれることになった。

そのあらわれとして翌年の万治元年に幕府は

直属の旗下寄合衆より定番の火消役を四隊新設

して，爾来の大名火消に加えて強化した。

それまでやっていた外様大名の消防隊では江

戸城下の火消は任せられないという訳ですが，

これは江戸の公設消防として，やがて名声を博

した定火消のことです。

この定火消が新設されて最初の正月，即ち万

治二年（一六五九年）の一月四日に老中稲葉伊

予守正則が総勢四隊の定火消を率いて，上野東
ゼぞめ

照宮に武運祈願の「出初」をおこなって気勢を

あげた。

当時の江戸は焦土の中にあって苦しい復興に

ややもすれば絶望をかこつ市民に対しこのこと

が大きな希望と信頼をあたえたらしく，それが

契機となって定火消の出初を毎年正月四日に東

照宮前でおこなうことが恒例になったものであ

る。
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志 野 三平 重

tまって

町火消の初出

定火消に遅れること約六O年，享保三年（

七一九年〉に町奉行の大岡越前守らが，既にそ

の頃できていた各町々の駈付火消人足をまとめ

て四十八区域に出場範囲を定め， 一出場範囲内

に含まれる各町の火消人足を協同させて，火事

を消す組合制にして，その各区域に 「し、ろは」

順の組名をつけた所謂，町火消が町奉行の指簿

下にできました。

この火消は町人による義勇消防隊で、 やがて

男伊達を競って江戸の花と謡われたもの です

が，この町火消にも定火消の出初をまねる悦し

が伝わり，定火消の出初と区別して 「初出」と

称し同様に正月四日に梯子のりをおこなうよ う

になった。

しかし町火消は定められた出場区域，即ち組

出から他出することができなかったので，その

組の各町でそれぞれ梯子のりをしていたもので

ある。

梯子のり

その背，鳶職ばかりで編成していた町火消が

火災防禦と人命救助の必要性から演練した もの

で，初春の大空に真新しい青竹で作られる四間

三尺（八．四メート ル〉 の梯子の上に繰り展げ

る演技は江戸ツ子に相応しい威勢のし、いもので

す。

この梯子のりは享保の昔から続いている訳で

すが，現在おこなわれているものは， 昭和七年



に警視庁消防練習所で消防組に練習させるため

に， 背の各種類を統一して悌子乗標準型を十四

種に制定したもの。

1. 遠見 8. 十円i耳ni~”の枕

2. 蹴鉾立 9. 下り藤

3. 背亀 10. 逆さ大の宇

4. 片背f色 11. 膝留

5. 腹背亀 12. 爪掛け

6. 胆潰し 13. 義経八般飛び

7. 脇だめ 14. 鷲の谷渡り

などであるが，永い伝統に生きてきたこの人達，

即ち江戸時代の町火消から明治の消防組に改り

大正，昭和を迎えて程なく昭和十四年の機構改

革により，この火消達による消防組は任務を解

かれて消防から一切手をひくことになった。

それもまた時の流れというものでしょうが，

しかしそのまま姿を消すには余りにも惜しい生

粋の江戸ツ子達，往年の心意気を懐しんで「鰹」

の下に集り江戸鳶木造り音頭を無形文化財に指

定を受けて，これを継承する風俗保存の団体と

して発足し，梯子のりなど往時のしきたりを伝

えて毎年威勢のいい気風をみせてくれる。

消防出初式のはじめ

消防出初式となったのは明治の頃で，江戸時

代の武家火消は警視庁の消防官に変り，町火消

は町奉行の指揮から警視庁に変り名称を消防組

と改めて東京の消防組織が一新された明治八年

（一八七五年で警視庁が創設された翌年に当る〉

の一月四日に，それまでの出初と初出を統合し

東京警視庁消防出初式と称して当時の警視庁練

兵場でーカ所に集めて大規模に実施し往年の初

春行事を盛りあげたもので，以来上野に日比谷

に皇居前広場に毎年回を重ねてきましたが，明

治神宮外苑でおこなったのは昭和三十二年が最

初で今年は六回目にあたります。

各地方でおこなわれている出初式は，消防組

織の設立と共にその歴史はまちまちですが，古

いものは江戸勤番で火消役を勤めた大名が，そ

の組織を国元へ移してそれぞれ出初をおこなっ

たもので， 加賀：誌で有名な金沢藩などは江戸の

昔から寒中に裸の出初で今もなお盛んである。

オートスライドプロパンガスの安全ABC l 
故近目覚しい普及を示している プロパンカスは，簡単に取扱えるのでとかくその危険 ~ 
性を忘れて思わぬ災害を招く例が多いよう です。 〉
このス ライドはプロパンガスの正しい取扱い方，事故が起きた場合の処理のしかたな

どを判りやすく説明したもので，コマ数は51コマで映写時間は約13分です。

フィルム ・録音テー プの購入をご希望の場合は下記へご連絡下さい。また録音説明書 ミ
もございますから，ご希望によりお送りいたします。 〉

価格 フイノレム シネ 版 （フ ィルムが縦送り〉

ライ カ版 。 横送り〉

録音テー プ

¥ 2,500 

¥ 4,000 

¥ 2,100 ) 

（送料不要〉 〈
東京fill千代川区神田淡路間J2T目9番j也 ミ

社団法人 日本 損 害保険協会 ； 
予防広 報 部 ｛ 

電話東 京 （251)0141・5181
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化学工業における

安 全工学 の 導 入 （4)

左右田信
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(6) I E と安全工学

I Eすなわちインダストリアルエンジニアリ

ング (IndustrialEngneering）の対象は現在に

おいては，下級管理（Lowermanagement) 

の問題のみならず，中級管理（Middlemana-

gement），上級管理（Highermanagement), 

トップマネジメント（Topmanagement) ま

でも対象としている。昔はし、わゆる生産性は科

学的管理と能率化に集中して研究されたのであ

るが，最近においてはさらに経済性が検討され

るようになった。生産活動における経済性，生

産性，能率に関する組織的の知識体系が IEの

根幹となるものである。安全工学の問題も IE 

の発展過程において観察されることと全く同様

に，最小単位を対象とした個々の作業危険の問

題から出発して，除々にその領域を拡大して今

日に至った。 IEは経営および生産管理の場に

おいていかなる難問もこれを解決しなければな

らないという義務上の要求から，その多様性と

複雑性を解決するため，次第に専門化（分業化〉

するようになった。 〔例えばメソ ッドエンジニ

アリンクてMethodsEngineering），プロセス工

学（ProcessEngineering），人間工学（Human

Engineering），製造工学（ProductionEngin-

eering），バリューエンジニアリング （Value

Engineering），プラント工学（PlantEnginee 

ring），システム工学（SystemEngineering), 

プロジェク トエンジニアリング（ProjectEn-

gineering）等〕安全工学（SafetyEngine巴r-

ing) もそのような意味における IEの1分科

として，社会の進歩発展に追随するための安全

に対する態度の方法的進化と考えることができ

る。 IEが経営，管理面におけるエンジニアリ
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ング ・アプローチ（技術的研究〕であると同様

に，安全工学もその基本的態度はあくまでエン

ジニアリングであり，その分野の専門家，即ち

セフテイエンジニアのよって立つ基盤の根底に

は，エンジニアリングの流れがあることは明確

に認識されなければならない。したがってエン

ジニアリングにおける測定 (Measurement) 

および実験（Experiment) （ある場合にはシ

ミュレーシヨンという形を とることもあるが）

の重要性は安全工学においてもなんら変ること

はない。ただ目的を安全にしぼって，そのデー

タが安全に対するファクタをどの程度まで表現

しているかどうか，またデータ収集の経費とそ

のデータ の重要性とのパランス より，データの

収集範囲およびその精度を経済的見地よりいか

に決定するかが重要なことなのである。

(7) PMと安全工学

p M (Preventive Maintenance）すなわち

予防保全は，「こわれてから直す」よりも，「こ

われない前に修理する」方が安上がりになると

いう考え方から出発したものであるが，最近で

は同じ PMをさらに生産保全（Production

Maintenance）の意味まで拡大して， 「よりよ

い生産をするための保全」または「利益を増大

するための保全」というようになった。このよ

うな背景となるものは，産業の機械化，オート

メーシヨン化および設備投資額のマ ンモス化

等，一連の技術革新が素因となっていることに

は間違いない。

PMの目的は，設備の性能を最高度に発揮さ

せることと，保全費を極力低減させることの一

つが表面上に現われているが，表面だけを見る

といかにも保全費の絶対額を引き下げるような



錯覚を起させる。 これは収益を向上させること

を忘れているためであって，収支のバランスこ

そ問題にされなければならない。別の表現をと

れば，製品単位当りの保全費を引き下げること

なのである。修繕費の削減が，設備の劣化を促

進する原因となることは明瞭である。設備の劣

化に基因する損失すなわち機会損失には，生産

貨の低下，品質の低下，原単位の増大，生産回

数の増大，環境条件の悪化（勤労意欲の低下〉，

および安全性の低下等が考えられる。これらの

損失の増大は，単なる帳簿上の保全費の節約の

みに着目して，機会損失の減少を計らなけれ

ば，収支のノ4ランスを悪化させる結果となる。

種々の機会損失のうち，目的を安全のみに限定

して種々の災害発生による直接，間接の損失を

対象に考えても，同様にPMの必要性が痛感さ

れるのである。 PMでは設備の故障（広義の〉

および性能低下の基となるような状態の発見を

目的とする検査（インスベクシヨン〉と，早期

にこのような悪い状態を除き，調整するための

保全，修理，給油等が行なわれる。周期的検査

および早期保全すなわち「こわれないうちに修

理」することは， 生産性を向上することとな

る。安全工学の目的が， 産業災害の予防にある

以上， PMの方法を除外してこれを考えること

はできない。特に化学工業のよ うな装置工業に

おいては，各種自動制御装置の故障，材質の変

化（腐食，疲労，消耗等〉，原料（たとえば触媒

等〉 の変質， また危険性物質の蓄積等，種4の

復雑な問題が発生し， PMによる「セフテイイ

ンスペクシヨン」は必要欠くべからざるものと

なる。 PMにおける検査間隔（周期）の問題に

ついては，種々の考え方および研究がある（主

として，劣化曲線，故障統計，経験等を基盤と

している〉が，ORを応用できる問題である。

例えば災害発生の原因となるような故障（広義

の〉または性能低下の状態の発生する確率は指

数分布の型であるとし，検査のための費用を I' 

検査間隔をT，災害発生による損失をム故障

の発生率を zとすれば，

tの聞に災害を発生しない確率は eーペ T～t

の聞に 1回以上の災害を発生する確率はl-e-"'

けーυ，tの聞に故障の起らない確率は e-xt,t～ 

t+dtの聞に故障の起らない確率は xe-x'dtとな

る。ここで故障の起る前には絶対に災害を発生

しないで（すなわち災害発生の原因はすべて故

障に基づく〉また故障が起っていても，次回の

検査前には災害を発生しない確率を Pとすると

P＝）：υ つ（Xe-x<dt) (l-e一αTり

＝元a(l-e-Cx+a

したがって，非常に検査間隔の大きい場合すな

わちほとんど検査を行なわないときには， Pは

次のようになる。

αT》l

P= x －－ x＋α 

また検査間隔の小さい場合すなわち頻繁に検査

を行なうときのPは次のようになる。

(x＋α）T》1

P＝会・α.r2 

年間の総支出をEとすると

I AP 
E土＝寸「＋－T一（・．・ A=e-1)

E弓一去＋ x・三二生T

dE I . x・α・A
dTで r2・ 2 

検査費用Eを最小にするための，検査間隔 T,,.

dE 
を求めるために，d1「＝0とおけば T川は次

のようになる。

したがって， Eの最小値 Emは次のように求め

られる。

Em とU 2~~A
I 

(8) 小工場における諸問題

中小企業の定義は，わが国においては労働者

数300人以下（米国においては500人以下）資本



金 1,000万円以下といわれている。中小企業に

おける種々の問題は，通常すべて経済的二重構

造という資本主義の宿命ともいうべき結果から

説明が行なわれる傾向がある。この二重構造の

問題は必ずしも日本だけの問題ではなく ，欧米

の資本主義先進国においても全く 同様である。

ことがらを安全の問題にしぼって，小工場を観

察すると，わが国においても，欧米において

も，比較的大きな工場においては，最近は段々

災害の発生率が低下しているのに反し，小工場

においては逆に年々災害の発生率が増大する傾

向にあることが指摘されている。米国における

このよ うな調査によると特に労働者数 20人以

下の小工場においては特に顕著な傾向が観察さ

れている。したがって労働者数20人以下の小工

場の安全問題は，安全工学における特別に重要

な課題としてとりあげられている。小工場の安

全を考えるには，綜合的な観点に立つことが必

要である。なぜならば，その根源となる問題は

種々雑多であって，しかもそれらがみな相互に

関連し，複雑に絡み合っているからである。そ

の主なものだけを列挙してみると次のよ うにな

る。

1. 技術的欠陥〈生産技術近代化の遅れ〉

2. 教育の欠陥（臨時雇耐者に対する防災教

育の不徹底，義務教育の欠陥〉

3. 労働事情の不良（臨時雇傭，低賃金〕

4. 労働環境の不良（労働環境設備の欠陥〉

5. 法規の欠陥（形式主義，経済的感覚の欠

如，不合理性，自主性の不足〉

6. 経済環境の不良（製品需要の不安定，季

節的変動，労働力確保の困難〉

以上は気の付くものだけをとり出 しただ け

で，この他にも重要なことは多数あるものと考

えられる。特に小工場の安全を論ずる場合に忘

れてならないことに人間関係の問題がある。 一

般に小工場における労働賃金が，大企業に比較

して著 しい格差を生じていることは周知の事実

である。しかもなおわが国の中小企業の数は増

加の傾向にあり，したがっていわゆる低賃金労

働者（未組織状態〉の数は増加しているわけで

ある。わが国における中小企業問題は労働問題
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に焦点がしぼられずに，政府や大企業経営者の

同情的施策（救済〉の対象となり，そのためにか

えって動きがとれなくなっているようである。

また小工場の経営者の性絡も問題にされなけれ

ばならなし、。大部分の小工場の経営者は大企業

の支配を受けねばならない宿命と同時に，白分

の工場内部における労働者を支配しなければな

らない立場にある。 したがって小工場の経営者

の性格として，、ワンマン、、意識が問題となる。

それは社会的な階層意識につながっているもの

である。この階層意識のために客観的社会構造

と一致するはずの階級意識とはならないのであ

る。この原因の多くは中小企業経営者の知識水

準の低さ，学歴の貧しさ等によるものと考えら

れる。また小工場の労働形態におけるいわゆる

「家族主義」はわが国ばかりではなく ，欧米に

おいても全く 同様である。レジャーを楽しむ大

企業のサラリーマンと，余暇があったら少しで

も多く儲けようという小工場経営者およびその

家族とでは恨本的態度の相違がある。生活を犠

牲にして労働することが不自然、でないと考える

人に対しては，少くとも一般のサラリーマンと

は別に楽な労働なのである。これは逆に本質的

の問題を無視することとなり，小工場における

主体性の欠乏の理由となる。小工場における安

全の問題も本質的には大工場におけるものと何

ら異なるものではない。なぜならば，小工場で

おこる災害および直接原因は，現象としては全

く大工場におけるものと同様である。結局異な

るとこ ろは，複雑に絡みあった様々の間接原因

である。安全工学にはそれを一つ一つ解きほぐ

してゆく任務があり，また得られた結果を綜合

して，対策を建て組織的活動を実現し，災害発

生率を低減しなければならない。その詳細につ

いては紙数に制限があるので，ここでは省略し，

その主要な点のみ簡単に列記することとする。

1. 経営者の安全に対する好意的態度，計画に

対する協力，および安全に対する関心の勧

誘。 （通常小工場の経営者は一人何役かの

「千手観音」のような忙がしさであるので，

多くの困難な問題がある）

2. 工場の製造作業における安全（または不安



全〉な行為および条件に関する知識の普及

3. 設備，装置，運転，作業等に対する定期検

脊ー（セフテイ ・エンジニアを一年中雇傭する

ことは不可能であり，またその必要もないの

で，コンサルタント，官庁の検査官，保険会

社のエンジニア等の合理的な利用を考える）

4. 事故原因調査の合理化と組織化

5. 安全運動の方向付けと その指導

6. 労働者の選定，教育，訓練およびその配置

（生産能率と安全との関連性〉

7. 綜合的な安全教育機関の設置とその利用

8. 工場団地または工場アパート建設の促進と

その利用

（紛 セフテイエンジ＝アの養成

経営の最高責任者が， 安全面の全責任を企業

の経営方針を基盤として信頼し得る個人に委託

するための有資格者がセフテイエンシニアとい

われるものである。米国の安全運動の大部分

は，これらのセフテイエンシニアの活躍により

推進され，現在のようなセフテイエンジニプリ

ングを基礎とした安全管理機構が築き上げられ

たわけである。現在米国の大企業の60%以上が

専従のセフ テイエンジニアを置いており，As 
s Eすなわち米国安全技術者協会（American

Society of Safety Engireers） の会員数は

7,000人以上といわれている。 またセフ テイエ

ンジニアの学歴は30%位が大学の工学部出身者

であり，10%位が大学で経営管理（Industrial

Engineeringまたは BusinessAdministration) 

を専攻したもので，他は必ずしも学歴にこだわ

らず実地の経験をパックボーンとした人達であ

る。 （工学部を含めて大学出身者は全体の約50

%，また高校卒は約35%といわれている〕セフ

テイ エンジニアの教育を計画的に行なうように

なったのは，米国でも最近のことであり，ニュ

ーヨーク大学の中には1938年以来安全教育セン

ターが設置されてお り，またNs Cすなわち全

米安全審議会（NationalSafety Council）も安

全教育の中心となっている。またニュー ヨーク

大学，マサチユセツツ工業大学，イリ ノイ大学等

の他，全部で55の大学に安全工学に関する講座

が開設されている。米国においてセフテイエン

シニアは専門的職業化しつつあることは丁度わ

が国における医師や弁護士のようなもので，現

在は資格試験のようなものはないが，既にAs 
s Eにおいては，セフ テイ エンジニアの資格の

規準を決定している。 (ASS E；“Qualifica-

tion Standards for Safety Engineers”， Reco-

mmendations as to evidence satifactory 

to qualify applicants for registration as 

Professional Engineer.）その中の主なものを

列挙すると次のようになる。

1. 大学工学部において 4年以上の認定された

専門教育の課程を卒業したもので，さらに 4

年以上のセフテイエンジニアリンクの実務の

経験を有するもの。

2. 8年以上のセフテイエンジニアリングの実

務の経験を有するもので，試験の結果大学工

学部において 4年以上の専門教育の課程を卒

業したものと同等の知識と能力を有するもの

と認定されたもの。

3. 12年以上のセフテイエンジニアリングの実

務の経験を有するもので，年今が35才以上の

場合は性格がセフテイエンシニアリングの遂

行に適合しているものと認定されたも の。

米国の専門雑誌を見る と，求人欄の中にセフ

テイエンジニアの求人広告が数多く見られる。

その給料は日本では想像できないような高額で

ある。わが国においては，未だセフテイエンジ

ニアの制度はないが，各企業の中には，既に自

社内でセフテイエンジニアを養成し，これを活

用しているところがある。

側結

本稿においては，化学工業と安全工学と の関

連性およびセフテイエンジニアの活用等につい

て概略的の説明を行なうことしかできなかった

が，国情の異なるわが国においては，今後さら

に種々の立場から検討が行なわれなければなら

ないものと考える。特に技術革新のテンポが急

速な今日において，安全の問題がはるか後の方

にとり残されてしまっては，後になってその差

を縮めることは不可能となる。将来のために，

今から安全工学の基礎的研究，セフテイエンジ

ニアの養成および広い視野に立った綜合的の安

全管理制度（組織〉の合理化等に力を入れても

決して損にはならないと考えるのであるが，如

何 ？（完）

(1王者損害保険料率算定会技術研究部主事）
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消防写真コ

表発

ンクール

選入

点1 薦推

氏光主主
仁ゴ上村火災Jレビ

東京都中野区鷺の宮 3丁目25番地

神奈川

石 川

大阪

東京

東

滋

住所

岐 阜

兵庫

神奈川

兵庫

新潟

岡山

愛媛

東京

葉

京

賀

岡

葉

庫

葉

阪

京

庫

岡

京

千

福

千

兵

千

大

東

兵

静

東

羽隅義雄

安多寿一

池田春比古

内山震悦

氏名

古田正己

串田浩良

西島金作

家本札滋

長谷川久男

川口幾世至

田坂繁延

藤倉隆孜

久治

勇

稲住泰秀

天野敏郎

前田章次

国吉四方

大石 勲

恒川 正

高橋孝正

杉田二三夫

大沢梅之助

長谷川林蔵

沢田

谷本

// 

50点

火事

二番員の斗魂

昼火事

西武池袋線の火災

消防署見学にきた小
学生

スワッ火事

五彩の放水

画

消火作業

消防艇

出初式にて

ゴム工場炎上

火事

火の用心火の用心

燃える学校

映函館の火事

それ火事だ

猛火にいどむ

江戸の名残り

備え

連絡

救出訓練

救出成功

港の消防

出初式にて No.2

動中静有

題

選入

住所

新潟

北海道

山梨

東京

東京

東京

福岡

兵庫

熊本

静岡

住所

宮城

岐阜

東京

東京

愛知

宮崎

兵庫

滋賀

北海道

滋賀

東京

大阪

東京

氏 名

小林守栄

山岸正吉

岡 定英

駒木根八郎

山口義夫

す Yき誠一

松田秋良

河森美隆

村中直行

鈴木寛隆

氏 名

岡田敏雄

中島喜一郎

木和田勝美

佐藤俊章

早川 正一

竹原重文

前田章次

上田幸男

鈴木浩之

小西 実

城勝

浅井文三

須長 博

10，長

20点

画題

出初式の緊張もとけて

放水を終って

飛ぶ火の粉

救助作業

焼けだされた一家

出初式の日

僕のおうち

出初式にて

火事（ 2)

ポスターはり

消火作業

防火訓練

無謀な瞬間
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画

猛火

火事 CA)

焼けあと

焼け跡はきびし

消防と子供たち

新宿駅の火事

雪の英彦山防火設備

山火事

出初式

火の海

題

選

準特選

特



十
口
小
古
小
古
小

京

岡

京

賀

京

阪

岡

東

東

東

福

東

静

東

佐

東

大

忠雄

正

田中誠次郎

加藤正和

的場順一

篠原 真

暮沼 貢

住吉喜久三

真司

’B 

鈴木

横山

大上

神奈川

道

賀

京

京

海北

滋

東

東

宏光

上原辰雄

佐々木将義

森山英夫

岩田初一郎

羽隅

高圧注水

防火デーに豆記者訪問

深夜の火災

選抜された精鋭な隊
員達

ダンプカーの事故

消防署員の 1日

強風下の火事

危険な関係

火災実験

消防出初式よ り

火事場に急ぐ人眺め
る人

木工場の火事

火災現場

梯子車

火事

東京

東京

福井

滋賀

東京

和歌山

長崎

東京

富山

静岡

北海道

染谷 鎮

草間 隆

高橋 宏

矢竹長蔵

伊佐山宗次郎

本圧竜之

大 田賢輔

宮薗 巌

新敷外之

橋本英次

あまの定夫

ム口小

京

庫

京

京

京

東

東

兵

東

東

東

忠良

際

一

男

誠

一

正

信

一

望月

藤

賀

崎

庫

佐

多

宮

大

" 

小さな愛情

出初式にて

激斗

火事の日

新春凧揚大会

船火事B

隊長さんとよい子

緩行進

裸放水 No.2

火事（A)

若い団員さん

火災予防凧上大会審
査風景

きやりのひびき

肱火

救出

整れつ（その 1)

高所注水

消防写真コンクール作品応募状況

871点

117点

1点

97組

黒白写真（四ツ切〉

カラー写真（スライド〉

（印画）

組写真（キャビネ〉

訳内

1,086点数総

jヒ 海 i~ 42点 千 3定 15点 滋 賀 23点 も吾、 島 3点

青 森 事11 奈 JI I 36 京 者II 6 1＇向，J 先l

正玉 手 5 山 梨 12 奈 良 1 愛 E量 11 

秋 111 5 新 jf..J 21 平日 私； 山 14 岡 56 

111 形 3 富 JU 2 大 阪 73 佐 賀 3 

’品 以 13 岐 阜 18 正〆己、 Jilt 79 長 附 5 

福 島 5 長 野 32 ，鳥 取 4 賞員 本 17 

群 ，馬 1 静 岡 56 岡 山 5 大 分 2 

栃 木 15 愛 女官 88 広 島 宮 崎 3 

『欠 城 重 20 島 根 1 鹿 ノ！日い 島 8 

埼 玉 6 石 Jll 9 山 口 13 

東 京 348 福 井 6 香 Jll 1 
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去る 3月5日の午後、東京都北区の赤羽台団地の一副で中層耐火遁共同住宅が火災になった場合の

実験が行なわれ、成功のうちに終了したが、耐火遁の強さを見せつけた実験であった。



↑実験居室から出た火が3階のベランダに干

したふとんに珊火したところ一点火後25分

↓火源となった石油ストーブ、畳の上に石油

がこぼしである。



東京消防斤が昭和36年度予算で建造した消防鍵で、実用範としては園倉第 Hーである。航走するa・
合11水中震によって水面上に浮揚し、時運30ノット以上の高速が出せるので東京港内の渇合115分

以内で現場に到着できる。



↑水中演で水面に浮錫し全遼で航走中の消防艇

↓艇長約 8.5m、’E巾約 2.4m、.大全備重

量 3.5 tで主機関の出力＇ j.177馬カといわれ

ている。
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交通対策の矛盾と展開

磯 英村
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膨脹とは，人口の数が増えるだけではなくて，

1人の人聞が，東京なら東京の中でも動く率が

多くなることを意味する。そうなったときには

大量交通機関は再びスシ詰めになるし，乗用自

動車が動きがとれなくなるとすると，まさに大

都市の機能は大部分停止するといっても極言で

はないと思う。

東京の警視庁は，この 6,7月頃をもって交通

の危機とよんでいるが，それは事情の分析が十

分とはいえなし、。わたくしは次のように考える

(1) 3月 ・4月は，就職，転職，就学の時期

で，地方から大都市への人口の集中のいち

ばん激しい時期であること。

(2) それらの、新来人口、は，東京のような

激しい交通機関の動きには，適合しない生

活をもっていること。

。） 3月 ・4月は，大都市のなかにおいても

長い冬の季節からの開放，花見，各種スポ

ーツ， レクリエーシヨンの閉幕などで大都

市に在住しているものでも，移動すること

が多い。普から春のシーズンといえば、浮

かれ出す、とさえいわれたが，その状態は

現代でも同じであること。

性） 地方からの、新来人口、に加えて，地方

からの観光シーズンのはじまるときで，そ

のための混雑が予想されること。

以上のような条件は，大都市ことに東京や大

阪の交通マヒを予想される基本的な資料であ

り，それから想像すると， 4月 ・5月，ことに

5月のコールデン ・ウィークは，その爆発する
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この頃ほど交通問題が世論の焦点になってい

ることはめづらしし、。新聞をはじめラジオ ・テ

レビ等，あらゆるマスコミがこの問題をとりあ

げている。しかしこれといった対策の効果は，

ほとんど期待できず，交通難は刻一刻その様相

を悪くしている。

これまで交通問題というと，大都市とくに東

京や大阪などの都心地区に限られていたよう

だ。東京の都心では歩いた方が早いとか，大阪

の伊丹国際空港に行くのに90分もかかったなど

というのは，伝説ではなくて， 日常の会話に事

実としてあきらめの話題にさえなっている。

しかし都心中心の交通対策が打出されると，

その影響は，直ちに郊外から農村に 及んでき

た。これまでも，地方からの路線トラックは，

東京終点を午前中にするので，周辺の県道の通

過は，夜半から早暁，寝られないという苦情は

今日では沿道住民の怒りにまで発達している。

それに忘れてならないことは，つい去年の暮頃

は，東京 ・大阪の大量交通機関も行詰りの段階

に来ていたことである。 1月2月は，都会の人

出現象のもっとも少ないときであるから，大量

交通機関一一パス ・電車 ・地下鉄 ・国電等一ー

は何とかやりくりができる。それに自家用車の

急激な発達によって，僅かではあるが，大量交

通機関を利用するものは一時的には減っている

ともみられる。しかし， 4月5月は，都市こと

に大都市の人口が急激に膨脹するときである。

交通マヒの時期



頂点のころと推定される。

2. 交通対策の基礎条件

一昨年国際連合の都市調査団が，東京 ・大阪

を視察した。そしていったことは， 、交通機関

の博物館、をみるようだ。少くとも17種の交通

機関を一目でみることができると話していた。

つまり質のちがった交通機関が多いことをいっ

ている。数えてみるとなるほどある。古いもの

から数えると，人力車，自転車，三輪車，オー

ト三輪車， リヤカー，三輪トラック，普通トラ

ック， 大形トラック， 小形乗用車， 中形乗用

車， 大形乗用車， ダンプカー， ヴアキューム

カー，普通パス，大形パス，モーター，ヴアイ

ク・モータ一等々，数えあげると， 案外17種以

上になるかも知れない。この車の質の多いこと

が混雑の原因になるといっている。

次には何といっても，数が増えていることで

ある。これら東京に例をとると現在毎日400台，

月間12,000台， 年間約150,000台，人口の方は，

自動車の倍の 800人， 月間 24,000人， 年間約

30万人，こんな比率でふえているところはどこ

にもない。 したがって対策には，この二つの条

件をどのように見るかによってまず基本的な態

度が定められる。

もう一つの条件は何であるかというと，今度

は，交通機関の種類の将来の見透しということ

である。前段でものべたように，明治時代の輸

送機関であった、人力車、までが，わづかなが

らも登場しているのが日本の交通の 実 態であ

る。否そればかりではない。もっと根本的なの

は， 、道路は人聞の歩くためのもの、という観

念が極めて強い。交通といえば大量交通機関と

歩くための道路に限られていて，自動車などが

これほど多 くなることなどは全然予想しなかっ

たのである。そこに自動車がこれまた、専用道

路、のような優越感をもって走るのであるから

交通そのものがスムーズに行くはづはない。

そこで条件として出されることは，種類でも

雑種の多い日本の交通仏 、自動車時代、とい

う重点主義を，交通対策の基調として認めてよ

いかどうかである。東京の道路標識の一つに，
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、歩行者優先、というのがある。かつては道路

といえば，人間の歩行するものに限られていた

のが，自動車の発達にともなって，歩行者の

、優先、が，部分的に限定されてきたのがこの

標識となってあらわれてきたとみることができ

る。

この自動車時代は， 一面において当然、のこと

に思われるが，必ずしもそうではない。わが国

では， 、国鉄、一一国有鉄道一ーというのが，

いぜんとして交通の王座を占めているからであ

る。鉄道が，わが国のような山岳の多いところ

で，交通機関として重要な役割を果してきたこ

とは誰しも認めるところであり，今後もそれを

否定するものではない。しかし鉄道が交通の主

役を演じる時代は徐々に終りに近づきつつある

ことを認識する必要がある。だがこれはわが国

では非常にむづかしいことの一つである。 、固

有、という名が，独占企業以上の権力を もって

いるからである。

東海道に沿って二つの新しい交通路線ができ

る。東海道自動車道路と，東海道新幹線（東京

・大阪間三時間特急〉。 この二つのデザインが

同時につくられたことを，国連調査団の専門家

の1人が評して， 、交通対策が二つに分離して

いる、といっていた。これは必ずしも当をえた

評とも思えないが，鉄道輸送が完全に斜陽の時

代に入っているアメリカの実情から推して考え

ると，こんな批評がでてくるのもやむをえな

し、。

国鉄が日本の交通の王座を占めていること

は，いいかえれば，交通対策に費される経費の

大部分が，鉄道建設に使われることを意味す

る。日本の公共事業のなかで，いちばんおくれ

ているのが， 、道路、であるといわれる。その

理由は鉄道路線を伸すことには， 、固有鉄道、

という背景において積極的に推進されたが， 道

路は同じように、国道、とはいし、ながら収入の

ない事業であったために，それの建設に使われ

る費用は極めて少なかったのである。この考え

方は，おそらく今後もつづくようである。有料

道路が出来るようになって，ようやく道路が交

通機関と密着しているものであることが認識さ



れるようになったが，高速道路に併行して，新

しい鉄道がつくられるところに，固有鉄道の王

座はまだまだゆるがないものがある。これが今

後の交通対策の進展に，いぜんとして大きな影

響のあることは日本的特徴のーっといってよ

し、。

3. 交通対策の進展

、卜コノトンまで行かなければ交通対策はで

てこなし川というのが，交通関係の専門家の一

部が口にすることである。しかしそのときは，

交通の機能が，長期にわたってマヒすることで

あり，利害に敏感な経済や産業関係の人々が黙

っているわけがなし、。最近根本対策として，人

口を分散して交通を緩和しようとしたり，その

具体的方策として，出先官庁を東京以外に疎開

してみたり，大学都市でもつくろうとさえして

いる。これらは道路計画がようやく新しい段階

に入るようになったのにつれての，新都市計画

であって，これらが，早急に東京の交通緩和の

機能を果すとは考えられなし、。そこで最近政府

がいささかあわて気味に出してきたのが， 、交

通制限、という最後的手段である。

すでにそのまえに、時差出動、といろ事が大

量交通機関である電車や鉄道に奨められてい

る。今度は交通機関そのものを制限しようとす

るのであるから，昨年の暮以来わづか 2カ月で

交通問題は飛躍的な進み方をしたことになる。

しかしこんどの対策などは，すでにアメリカ

の大都市などでは実施しているものであって，

当然、といわねばならない段階の手段であるが，

それが，かな り強い抵抗をうけているのは二つ

の理由がある。一つはいうまでもなく，路線ト

ラックやパス業者の営業が時間的に制限される

のであるから，当然収入に影響し，又勤務が夜

間となれば手当なども増さねばならなし、。経理

という点からの反対である。もう一つはこれら

の規制をなぜ乗用車にしなかったか，とくに大

型の乗用車にしなかったかという片手落に対し

ての反感である。

ニューヨークやシカゴなど，比較的都心への

高速道路が発達しているところでも，乗用車の

都心への乗入れは，事実上制限されていると同

じである。それはわが国と事情がちがうからで

ある。アメリカではほとんどが，オーナー ・ド

ライヴアーであるから，駐車場がなかったり，

運転がむづかしくなると，自主的にあきらめ

て，郊外電車を利用するようになる。東京のよ

うなところではその逆である。大型自動車に乗

るものは運転手付である。給料を与えて乗るん

だから，無理でも都心に入ってゆくことにな

る。オーナー ・トライヴアーの方は，給料の低

い若い世代である。これも折角乗用車を買った

んだから，途中で乗り捨てて電車に乗るなどと

いう、不経済、なことはやらなし、。これまた無

理でも，会社の近くまで乗入れてくる。どちら

にしてもアメリカのように自主的に規制するこ

とがないから，混雑は目に見えて噌大してく

る。

当然、そのオーナー ・ドライヴも（自分が運転

しようが，運転手によろうが〉の都心乗入れは

制限さるべき運命であったのが，営業に属する

路線トラックや観光パスのみが規制されたの

で，問題の解決策としては強い反対を受けたの

である。したがって，オーナードライヴの問題

も併せて考慮されねばならないのは，むしろ当

然といってよいであろう。

4. 新しい対策の必要

かりに今回の制限を応急対策として，第一段

階のものとして受入れるとしても，そこには当

然、同時に解決されねばならない二三の重要な課

題がある。一つは交通の夜間への移行にともな

う公害および事故の発生である。

第一にトラックやパスの交通が，主として夜

間に移行するとなると，これま で東京周辺の道

路治いの家並が経験してきたような騒音が東京

都内を横行するということである。これはわた

くしばかりではなし、。ニューヨークやシカゴな

どの大都市を施行したものは誰しも経験するお

そるべき騒音の被害である。そのために、ホテ

ノレなどで睡眠のできなかったことが何回あった

かわからなし、。これは新しい現象として，まず

経験的にとらえられ，その対策が予めたてられ
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めに，今後 3年を目標にして，あらゆる土木，

建築の工事が進められていることである。それ

でなくとも混雑する道路は占有され，掘返され

そのためによる交通のマヒ状態はすでに随所に

発生している。おそらくこの 2,3年は，とく

にオリンピックの開催が近くなればなるほど，

最悪の状態になることが予測される。そうなる

と，今度の程度の交通規制などでは到底追いつ

かない時期が迫ってくることは必定である。

、行詰るまでは解決策はない、という交通専

門家の言葉を承認するわけではないが，やはり

現在以上の行詰りが予想されるこの 4'5月頃

になって，ようやく根本の対策が，真剣に考え

られるのではないか。わたくしの考える、展都

政策、なども，そのときにはじめて一般の理解

をうることができるようになると考えている。

（筆者 東京都立大学教援〉
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る必要がある。

第二は，やはりトラックなどの夜行にしたが

って，スピードその他による事故が著しく増大

するであろうと予測さ；れることである。これに

はいろいろの原因が考えられる。

(1) トラックの運転は，昼間でも暴走に近い

ものがあるが，夜間となると，取締りも緩

かになり，標識なども十分に見分けること

ができないとなると，事故による傷害は少

くとも倍増が予想される。

(2）歩行者の方も， 夜間の自動車に対する警

戒心はいささかゆるやかになる。自動車の

台数も少いという安心感があるからであ

る。しかし強烈なへツト♂ライの照射などに

幻惑されて，それによって事故はこれ叉増

大するとみなければならなし、。

(3）事故の発生が夜間であると きには，いわ

ゆるひき逃げに類する行為が頻発するおそ

れがある。

以上のような条件は，新しい規制が当然もた

らすであろう現象のうちで，あまり一般の注意

をひいていない面をとりあげたのである。

都市問題の一般的視野からすると，都市生活

の発展のために，交通ばかりでなく夜間が利用

されることは当然のことであり，又必要でもあ

る。その点からすれば，今回の交通規制は，都

市生活にとっての一 日の時間的延長という点か

らは，妥当なものとして受入れる必要がある。

そしていろいろの経過をたどるにしても，自家

用車のある程度の制限まではくるものと予想し

なければならない。

ただ，今回の規制の外に，ダンプカーとか油

輸送のヴアキュームカー，コンクリートカーな

ど，その動きが夜間であってもよいと考えられ

るものも，この際併せて規制する必要がある。

時差出勤が事実上産業や経済の発展のために，

若干のマイナスになると同じように，交通規制

は強化されればされるだけやはり住民の生活に

いろいろな影響を及ぼすものである。それをし

ばらくは容認しなければならないのは，東京に

関する限りもう一つの特殊な条件が加わってく

るからである。それは，オリンピック対策のた
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1. 概 観

( 1 ）上半期中の事故の総数 （付表 1)

この上半期中 (1月から 6月まで以下同じ〉

に，東京郡下では付表 1のとおり68,556件の笠

通事故が起き，それによって死者 581人，車傷

2,689人，軽傷部， 253人を生じ，他方に車，家等

の物の損害が件数にして56,188件，その評価価

格8億円を越えた。この数字を前年の同じ期間

内に比較すると，事故件数にして 0.7% を減少

し，重傷および軽傷者数もまたそれぞれ11.1%

と5.6%を減少したが，死者数にあっては， 4.1 

%を増加し，また物の損害についても，その件

数，評価価格ともに前者 1.2%を，後者 17.6%

をいずれも増加した。ここに物の損害で評価filfi

絡のかなりの地加は，購買力の変動が朕l係する

であろうし，このような増加はともかく ，事故

件数および重軽傷者数の減少とは反対に死者数

の桶加が指摘されねばならなし、。

そこで，この死者数の梢加について，都下の

人口および登録自動車数に対する相対度数を出

してみると，人口10万人あたりでは本年上半期

5.9人，前年向上6.0人，車両 l,000台あたりで

は本年上半期0.9人，前年向上1.0人となって，

絶対数の減少が目的であることに変りはない

が，ともかく人口や車の増加するほどにはタヒ亡

事故は増加していないことがし、えるのである。

(2）新法施行と交通事故

昭和35年12月20日から新らしい「道路交通

法」が施行された。

近年の自動車使用の激増と，それにともなう

道路の相対的縮少とから生ずる交通事情の激化

に対処するために，世論の支持のもとにこの法

律はつくられたのであるが，その円的のひとつ

である交通事故の防止について，どういう結果

が出ているであるうか。いま，新法施行後6カ

月Ill！における東京都内の数字についてみると，

次の表のとおり である。

＼比＼、較 ~Ji、＼故 ｜事故件数件者削（重傷者｜除軽傷者

12.20～6. 19 69, 593 

施行 1年前の同即i 71, 760 576 3, 130 

比 1皮 -2, 167 +4 -383 

j."* 滅% 3.0 0.6 12.2 

』むわ 1lil6カ }-j 79, 541 610 3, 155 

上ヒ l絞 -9,948 一30 -408 

増 滅% 12. 5 4.9 12.9 

（注〕登録自動半数 36年3月末 622,924 

35年9月末 572,023 

35年 3月末 516,353 

24,879 

26,683 

-1,804 

6. 7 

30, 570 

-5,691 

18. 6 

都下の交通量のいわば代表値でもある自動車

数は， 1年前に比較して20%を，半年前に比較

して 9%を増加しているが，自動車事故がその

大半をなす交通事故は，すなわち新法施行後に

おいて，死者の噌加（それもわずかであるが〉

ということで難はあるとしても，発生件数，負

傷いずれもかなりの減少をみ，今後の事故防止

対策にある程度の明るい見とおしを与えてい

る。

2. 交通事故の第 1当事者 側表 2)

昭和36年上半期中に部下で起きた交通事故と

それによる人身被害とを，事故発生の第 1当事

者（事故責任者，すなわち事故過失 の大なる
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方，いわば加害者〉に従ってわけると，付表2

に示すように，先ず事故件数の85.7%までは自

動車であり，残りの14.3%が以下あげる順に，

それぞれ原動機付自転車（パイク〉，自転車，

人（歩行者，乗客等，以下同じ〉，路面電車等

になる。

次に，これらの各事故責任者によって生じた

死者数についてみると，上記事故率に対し， 自

動車が低率を示すほかは，いずれの第 1当事者

も高率にあって，なかんずく人の場合にそれが

顕著である。 このことは重軽傷者についても同

様である。また前年同期に比較してみると， 事

故件数，死傷いずれも，人および原動機付自転

車の責任事故が柏｝Jnした反田，自動車のそれは

減少してきた。

3. 自動車事故細別 （付表 3)

上半期中の自動車責任事故について，自動車

の種類をみると，付表3のとお りで，事故の絶

対件数では「四輪貨物自家用」が最大で，以下

「四輪乗用自家用」 「軽三 ・軽四輪」 「四輪貨

物営業用」「三輪貨物自家用」等が次いでお

り，それらの車両事故では，死傷者をまた多く

出している。

次に各車種による責任事故件数とその車両の

全台数との関係からみると，すなわち対車両事

故率では「タクシー」 の35.5%が最も多く ，自

動車平均事故率の 3.7倍を示している。

次いで「四輪貨物営業用」「三輪営業用」「パ

ス」 「四輪貨物自家用」および「ハイヤー」は

いずれも平均事故率を上まわる事故を起こし，

一般的について 「営業用車」 〈もちろん走行キ

ロ数は自家用車よりも大であろうが，ともかく

ここでみるかぎりは〉に事故多発の傾向がうか

がわれる （注1.2. 3.）。 前年同期と比較してみ

ると，第1に 「軽三輪 ・軽四輪」次いで「四輪

貨物自家用」によるものが事投件数，死傷とも

増加をみ， 「四輪乗用自家用」 「パス」および

「四輪貨物営業用」は事故件数において増加し

たが，人身傷害の数は横ばいまたは減少してき

た。しかしこのよ うな事故の絶対件数は増して

も対車両事故率からみると，いずれの車両も前
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年同期以下に低率を示している。他方に「三輪

貨物」 （営業用，自家用ともに〉， 「二輪」およ

び「軽二輪」は事故件数，死傷ともに減少し，

「タクシー」および 「ハイヤー」もまた同様の

傾向にあるが，ただし「タクシー」による死者

の増加が注目される。

次に事故の危険度を対件数死者率によってみ

ると， 「パス」が最高で，自動車事故の平均死

者率の 1.9倍にのぼり， 「三輪」「軽二輪」お

よび「四輪貨物営業用」は平均を上廻り，また

前 2者の場合には相手方に与える傷害とともに

自分自身または同乗者の被害も多いことが指摘

される。 （注4)

個人タクシーは走行キロ程において法人の場

合の%であるから，当然事故は少ないわけであ

る。しかも この表でみる限りは，事故件数で後

者は前者の約10倍の事故をおこしている。

Ci+ 1）タクシ一事故の内訳

タクシ一事故を，その経営の商から「法人」

と「個人」とに分けると

次の表のとおりである。

＼ 事故 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
＼〈 比｜事故件数｜死者数 ｜負傷者数｜対車両 ｜ 
区分~I I I ｜事故率%；

I I I 
iL、人 I 4, 333 ' 30 I l, 658 I 38. 4 

倒人 I 38 i o I 30 I 3. 9 

合計 I4, 371 I 30 I川 8I 35. 5 

（注2）路線トラック等の事故

貨物自動車のうち， 「路線トラック」「砂利ト

ラック」および「コンクリート ・ミキサー」のヰ1

般についてみると，次の表で明らかなように，

「路線トラック」および「コソクリート ・ミキサ

ー」の事故が大体において減少 （後者の死者が l

人増）をみたのにひきかえ， 「砂利 トラ ック」の

事故は，負傷者数が減ったほかは，事故件数，死

者数，物損件数ともに増加した。同時にこの 3種

の事故はいずれも対車両事故率ないしは対件数死

者率は依然高く，自動車事故の平均に対し，それ

ぞれ前者では「砂利トラック」 3.5倍，「コンクリ

ート・ミキサー」 2.5倍，後者では 「路線トラ ッ

ク」 1.4倍「砂利トラック」 2.8倍，および 「コン

クリート ・ミキ叶一JL7fnーであることを指摘し

ておく。



（心 路線トラック

比較 ＼｜事故件数死者数問傷者数蜘件数！｜＼ 事故 ｜ ｜ い t

本年ヒ、作JLJJ1j寸｜ 400 I 4 I 74 I 361 I 

l甘I年同 J1JJI 469 I 10 I s1 I 430 
比較I -69 I -6 I -7 I -69 

桶滅%I 14. 6 I 60. o I s. 6 I 16. o 

対件数死者本 1% 

(B) 砂利ト ラック事故

｜比較山一｜事故件数｜死者数 l負傷者数1物以件数

本年上半期中 ｜l, 463 I 30 I 254 I 1, 396 

rlli年 l1ij JU] ! l, 315 I 27 I 333 ' 1, 244 

比 較I+148 I ト3 I -79 Iート152

増断 I 11. 2 I n. 1 1 23. 1 1 12. 2 1 

対車両事故率 33. 2% 

対件数死者率 2.0 

(C) コンクリ ート ・ミキサ一事故

事故 ｜事故件数｜死者数 ｜負傷者数｜物損件数比較 ~~ _, I I I 

本年J－.半則中 ｜ 236 I 3 I 32 I 221 

r 'jij年川町 お5 I 2 l 47 I制
比較I -29 I + 1 1 15 I + 17 

I 泊滅%I 10. 9 I 5o. o I 31. 9 I 6. 9 

対車両事故率 23.8% 

対件数死者率 1. 2% 

(1-t 3〕道路交通法第 108条にもとずく事故多発業者

への錯置

が業ifrに対しては，従来死亡事故を起こした者

についてはその都度，事故の一般的多発者（対車

両事故率の高い者〕に対しては各4半期毎に事故

防止の要望をしてきたが，本年 1月以降，道路交

通法第 108条にもとずいて，東京都公安委員会か

ら関係官庁および雇用者の通知に切りかえ実施す

ることになった。本年上半期中に死亡ならびに一

級事故多発者を対象になされた通知の数字は次表

のとおりである。

「 四 ｜死斗型発
＼＼ ｜故 防1・第五 ｜針 l

I 事業者5311 ~I 4半期間ii
タクシー I 27 I 39 I 61 I 127 

｜貨物常業川 I I 101 I 154 I 261 

砂利トラ ック I - I 30 I 24 I 54 

コンクリー ト・ミキサー 2 2 

ハ ス 4 

31 A
H
u
 

ca 
A
a
・

可

i
4
伎の

4
0
0
 

円，，
唱

i
メふ きI・
r:::1 Ill 

一般事故多発の決定基準〔対車両事故本〕は両

半期jとも同率であるが，タクシーおよび貨物営業

月jが第24半期lに該当者の多くなったのが指摘され

る。また第14半JWに引故多発の通知lを受けながら

羽124l・Wlにも iT（ねてj山知を受けた茜が，タク シ－

8，貨物営業JIJ8，砂利トラック l，つゾクリ ー

l・ミキサー l，となっている。

C11:4）二輪および軽二輪について

二輪および将二輪のいわゆる単卓の交辿事故は

i型転者 1·1 身，｜口i];j~者 （または｜局者r~111りに死亡す

ることが他にりえる死亡よりもずば山けて多し、。

すでに付点 3で切lらかなとおり，まず二輪による

死苦は2人であったがその 2人とも運転者であ

り，他方続二輪による死者31人のうち，大こいの27

人が運転者（22人〕および1...-1来者（ 5人）が死亡

している。らなみに今J9j1''・ ）百 t伝斉， D}J手lri]ll~j の

死亡・JU次はなかった。

4 

4 

4. 交通事故の原因

( 1 ） 自動車事故 （付表4)

昭和36年上半期中の都下の自動車事故の原因

についてみると，付表4のとおりで， 「車両距

離無視」が自動車事故の11.2%を占めて首位で

ある。 「新道路交通法Jの施行にともなって原

因の区分および名称に改正が加えられ，従来の

原因と厳密な意味での比較はできないとして

も，上記原因に対応するものとして従来の「連

続進行」をみると，前年は 4位であった。

しかしこれを上下両半期に分けると前者

4,401件，後者 5,960件であり， そして今期の

6,578件と いうことになると，その激増ぶりが注

目されるとともに，そのような激増は，自動車の

増加と それからよって生ずる道路の相対的縮少

に関係しているのであろう。次に多いのが「徐

行不履行」である。これは前年上半期では 3位

であったが，下半期は 2位にのぼり，前年中の分

布率 9%を，今期間では1.7%上まわってきた。

その次は「追越違反」で，前年の「追越不注

意」とまた同じ 3であるが，実数 ・比率ともに

今期は減少を示 してきた。 以下「運転操作不確

実」 「右折不注意」 「後退不注意」 「わき見運

転」等も自動車事故の多くの原因となっている

が，なかでも「後退不注意」 は前年同期よりも

22%を増加した。

死亡事故の多い原因としては， 「最高速度迫

反」 （対件数死者率5.5%）「酒気運転」 （向上
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4.0%）「踏切不注意」 （向上4.0%), 「前照灯

げん惑」（向上4.0%）「ブレーキ踏み損じ」（li:tJ

l・.2. 3%）等が挙げられる。

また／子j明間，，，， 第 1次原内ではないが，1!¥f；免

許逆転（免許外運転を合む〉のお故l,179fj：ー，う

ち化亡事政19件を数えている。

(2）歩行者事故 （付表 5)

付表5についてみると，歩行汽事故の段大原

因は横断の際の過失であり， 「車の直前直後航

断」 「敏断歩道外横断」および「斜横断」 をあ

わせると，歩行者事故の見ちかくまで，それが

原因で起きている。これらの過失はいずれも前

年上半期にく らべて大巾に増加してきたことが

指摘される。次いで「酒気歩行」と「信号無視」

とがあり，前年同；ltJlにくらべて，前者の激j科が

休日されねばならなし、。

「踏切不注意」は今期にはいって横ばいの傾

向がうかがわれるが，対件数死者本はし、ぜん向

く，歩行者平均死者率の19倍を記録している。

子供の事故原因として， 「車道に飛び出す」

は今期もまた圧倒的に多く ，前年同期 （268件〉

にくらべてもかなりi曽加 してきたこと， また

「幼児のひとり歩き」 「路上遊戯」とともに保

護者たちの事故防止への強い関心が期待され

る。

(3）使用者，雇用者，運行管理者の労務管理

状況 （付表6.7) 

自動車事故の発生が，直後には運転者の過失

ないしは法令違反に原因することはい うまでも

ないが，そうい う過失ないし違反は，彼の使用

者，雇用者または運行管理者の事故防止につい

ての労務管理の適否に左右される事態がすくな

くないであろう。上半期の都下の「｜動車事故

で，そのような労務管理の不適切について調手モ

すると，付表6 （営業用）および付表 7c自家

用）のとおりである。 まず前者についてみる

と， 総事故の 5.8%にその不適切がみられてい

る。最大はタクシ一事故の 8.4%で， 「試採用

乗務」および「過労乗務」の多いことが指摘さ

れ，数少ないハイヤ一事故にあってもそれが｜｜

立っている。

次に多いのが四輪貨物で，遠距離運転の際の
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「安代運転手なし」というのが最も多く，次に

多いのはここでも「過労乗務」である。さらに

この事故では「車両整備不良」が円立ち， 「と

んぼがえり運転」 「試採用乗務」 「無免許運転

特認」 「澗気乗務」等がしばしば事故を誘発し

ていることがうかがわれる。以上の点は「過タ

乗務」を除けば二輪貨物の事故でも同様のこと

がし、えよう。

パスの事政ではその半数近 くが「ダイヤ束

縛」になっている ことに注目を要する。他方に

自家用車の事故では総事故の 3.1% にその不適

切がみられ，四輪貨物の 4.5%を最大としてい

る。ここで乗用，貨物共通に多いのが 「酒気乗

務」 と 「無免許運転容認」であることが指摘さ

れ，四輪貨物に「交代運転手なし」「過労乗務」

「車両整備不良」等の多いこと にも件ー意を要す

る。

(4）道路等の事故原因 （付表 8.9) 

「すべりやすい」 「道路工事中」「見とおし

不良」路而の「でこぼこ ・破損」等の道路の欠

陥ないし悪条件はしばしば交通事故の発生を決

定的にしている。そのような欠陥ないし悪条件

を「道路等の事故原因」として作表したものが

付表8で，すなわちこの上半期中の都下の事故

の13.7%がそれにあたり，それによって91人が

死亡している。

他方に交通保安施設の欠陥もまた交通事故の

発生に拍車をかけるだろう。付表9で示すよ う

に，上半期中の都下の事故の 2.1%は「街路灯

なし」またはその「照明度不足」 「危険防j上拍

置なし」 「信号灯欠陥J／~~＇；，このような悪条利

下に発生している。

5. 死傷者の年令層と性別

（付表 10.11)

上半期中都下の事故の死傷者を年令層に分る

と付表10のとおり死傷者あわせてその最も多い

のは 「少年および青年 I」 （小卒24才〉で都下

の人口1,000人あたり4.4人となって平均死傷率

3.0人を46%上まわっている。

次いで「青年 ｜｜ 」 (25～34才〉 「老什J (55 

才以上〉 「壮年J(35～54才〕である。 「世年 ｜



はともかしこれまであげた各年令層の緩和が

都下の交通人口の大半をうけもっていることは

疑いなく，この結果変通事故の機会も叉多いか

らであろう。

以下「幼児」 「児童」 「中学生」 の順に交通

事故の被害者となっている。

←｜二の各年令層について死傷別の分布状態をみ

ると負傷率に対する死者のそれは 「老年ー」が 2

倍「幼児」が1倍半となっておりこのことは，

他の年令層にくらべて負傷に対する肉体的祇抗

力の弱さから結果するものであろう。

次に「壮年」にあっても死者率が高く ，それ

が「少年及び青年 ｜」にあっては特に顕著であ

る。

前年同期間にくらべて「青年 ｜｜ 」以上の作年

令層で死者が増加している。

他方に死傷者を性別にすると付表11のとお り

であり前年同期にくらべて男性の死者23人を駒

加し，女性には増減なく負傷者は両者とも減少

している。

6. 時間別の発生状況 〈付表12）一略

本年上半期中の事故を毎時間に集めてみると

付表12のグラフの示すとお りで事故のもっとも

多いのは11～12時である。もっとも少ないのは

4～5時で以後事故は 1時間毎に多くなり前記

11～12時に最高となり次の 1時間では 3分の 2

程度に急減（昼食時で交通量が一時的に減るか

らであろう。〉 それから反騰をはじめ，16～17

時には午後の最高に達し以後 1時間毎に漸減し

ている。

このカー ブは同時に1日中の事故発生の縮図

でもあろう。このカーブ方向も午前と午後との

事故の多い時間もまた前年にくらべて取り立て

ていう変動は認められない。

次に死亡事故についてみると上にみたカーブ

とは必ずしも一致せず， 9～10時， 13～14時，

15～16時， 17～18時，18～19時，19～却時およ

び21時～22時が30人以上出しており，21～22時

がピークを描いている。

昼と夜との比率は事故件数で75対25で前年同

期同様である。

これを死亡4:Jr故についてみると55対話で夜間

に，よ り多発している しまた，前年同期よりも

5%かた夜間が I－昇してきたの

7. 地理上の分布状況

( 1 ）主要路線 （付表13）一略

上半期中に都下の主要路線71線上に34,307件

の事政が発生した。この数字は同じ期間中の総

事故の50%に相当し， 1キロあたり48.6什ーにな

る。

これを前年同期間に比較すると絶対件数では

9. 3%減少し総事故に対する比率も又4.7%の低

下を示している。

死者数についてみると 271人で前年同期より

も7.1% を減少している。

事政の最も多かったのは「日比谷，勝関橋線」

で1キロあたり 176.5件を記録している。

次にこの路線を含めて，多発10線をあげ，前

年同期とくらべてみよう。

｜ ｜ ロあ｜ ｜ 同年

順位｜路 線 名 ｜たり事故｜前年同｜死者1岡市
｜ ｜ ｜期｜百Jh:I凱 一倍

｜ ｜件数 I I 州 L

1 LI比谷，）協関僑線 176. 5 210. 4 2 1 

2 I：！ 比谷，三川総 148.6 148.3 。5 

3 五E 浜 紛i 147. 7 150.6 16 4 

4 jl{ l主 線 147.6 170.4 3 3 

5 第 二 京 浜線 126.2 195. 2 10 2 

6 小川 lllJ亀戸線 114. 0 143.2 3 7 

7 11E 和1 線 113. 1 146.2 。6 

8 赤羽橋魚藍線 105.2 115. 2 3 8 

UJ 橋 線 87.9 90.2 9 12 

10 外 濠 線 87. 1 97. 7 6 11 

上記の表で明らかなように，首位の「日比谷

勝閲橋線」は，前年同期も同様の首位 であっ

た。 2位の 「京浜線」と 5位の 「第二京浜線」

とが，1Jlj年同期とは殆んど逆の関係に入れかわ

っている。

そのほか 8位までは，両年上半期とも大同小

兵で，前年上半期の12位および11位の 「戸田橋

線」および 「外濠線」がそれぞれ 9位と10位に

なり，前年上半期9位の 「内濠線」は，今期は

13位に， 10伎の「環状線B」は15位になってい

る。

多発lOt:l~の例 々 のτJr故発生状況についてみる
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と， 「銀座線」が殆んど，横ばいを見ているほ

かはいずれの路線も減少してきた。しかし，第

一，第二両京浜線に相変らず死者の多い （前年

同期第ーは16人，第二は14人〉ことに注意を要

する。 他の路線の事故についても，前年同期に

くらべ， 一般的にいって，横ばいないしは減少

の傾向が強し、。すなわち，多発10線も含めて，

減少した路線は48線（68%）であり，増減のな

いものないしは，横ばいと見られるもの， 9線

(12%）で，残りの14線（20%）が，士削flして

いる。そして，この増加したものまたは，横ぱ

いの状況にある路線の殆んどが，環状線圏外の

路線であること，および環状線または，環状線

圏内の大半が減少しているということを付記す

る。

(2）警察署管内 （付表14）ー略

上半期中の都下の事故の発生件数と，それに

よる死者数とを各欝察署管内別に見ると，十l表

14のとお りで， 1署の発生件数で，最も多いの

が1959件，すくないものが49件（島部をのぞく〉

で，全署の85%が100件ないし， 1499件の聞に

集中している。

個々の管内の事故件数は，前年同期間にくら

べて，増加したもの52減少したもの36J1"f減のな

いもの 1となっている。

これを地域的にみると，増加したものは第2

3. 4. 5 (1部をのぞいて〉 7. 8の各方面区

内の環状線圏外の署管内が大半であり，環状線

圏内（第 1.5) 1部をのぞいて）および6方而

区域〉の大半の署は，減少してきている。

死亡事故についてみると，事故件数に対して

もっとも高いのが， 三多摩地域で，都心部はも

っとも低く，他の23区がその中間である。これ

を表につくれば，次のとおりであるo

----－ 事 故 ｜ ｜ 1対件数
｜事故件数l死者数｜死者率

地域 ・－.＿＿＿、｜ I I% 

都心部（千代悶・中央・港区〕｜ は s51I 45 I o. 3 

副都，心部（他の23区〉

三多摩地 域
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8. 結 び

と述するところによって，昭和36年上半期中

に，東京都下で発生した交通事故についてひと

とおりみてきた。

各方面における自動車の使用は，今日急ピッ

チで場加を続けている。

現在ニューヨーク市のもつ自動車数は 140万

と聞いているが，東京都でもこの年末あたりに

は，たとい自動車の種類はちがっても，数だけ

はニューヨーク市の半数70万に達することが予

想される。そこで道路はということになるが，

都下の道路率〔市の総面積／道路面積）は23区

内が 9.8%で，年末までにニュー ヨーク市のそ

れ（35%）の半分までにひろがろう とは誰も思

うまし、。このような自動車の激培は，車の種類

型式の多様さに加えて，原動機付自転車，自転

車を加えていわゆる混合交通をふくそうさせ，

時と所とによっては交通の渋滞さえ来たしつつ

ある。

われわれがこれまで述べてきた記事と統計と

は，このような交通事情を背景としての，都下

の交通事故の分析であった。

この結果を正しくは握することにより，また

それを手がかりとして，ある部分については，

原資料（交通事故調査票〉までさかのぼり詳細

に再吟味することにより，交通事故防止の諸策

すなわち端的には「教育」 「技術」 「執行」の

方向は自ら明らかにされるであろう。たとえば

事故原因等の分析は， 「教育」または「執行」

の方向を，事故時の道路欠陥，施設欠陥等を掘

りさげることにおいて「技術」の方向に示唆を

与えるであろう。また自動車事故の多発は道路

交通法「第 108条の通知」を強化せねばならね

であろうし，さらに労務管理状況の適確なは握

は事業所の「安全診断」にまで手を伸ばさねば

ならないであろう。

新道路交通法が施行されて半歳，今上半期の

交通事故は，いよいよ激化する交通事情のもと

で一応は「先ず先ず」というところまでは押え

られたとみてよいかも知れない。やすみなく激

増する自動車の使用も，たとえニューヨークの



半分までふえたとしても，欧米の諸都市から見

れば，ようやく東京都も自動車時代に一彦を踏

み出したというほうが適切であろう。 それには

運転者も歩行者もともども交通法規を守るこ

と，さらには自己本位の通行をしないでお互い

が交通上のエチケアトを守ることがこの自動車

時代を有意義に育てあげていく道のひとつでは

あるまいか。それと対応して適切な交通環境，

付表 1

」～～ 事故

比 較

36 年 上 下 JPJ

fl. l"J JlJJ 

＋土

35 

Jt 

i首 I攻 +o/ 10＿，。

一平r36 年上 ~I': J9J 

均 l35 年同期

交通 :j； ：故総数 (11!1.fil36句._I.半JLJJ)

｜ 1 物件倣損 ！
タヒ者数 I11Uiめ有数 ｜雌 似 点 数 ｜ 一一 一一一一｜

｜ ｜ ｜件数 l i;'I' {1111 I 
｜ ｜ ｜ （・・・・ ）

581 2. 689 I 25, 053 I 56, 188 I 806, 976 

3. 028 I 26, 558 

発ゴ件数

十23

4. l 

3.20 

3. 06 

68, 556 

69, 080 

-524 

0. 7 

378. 7 

379. 5 

さしあたってはせまい道路を広く依し、， また交

通しやすい状態にすることに，われわれは努力

しなければならなし、。よき通行者とよき交通環

境，さしあたってはよき道路と，この二者がし

っかり結びつくときに，交通事故は減少の方向

をたどるであろう。

各位の協力を願う次第である。

558 685, 672 55,499 

-339 

11. 1 

14.8 

16.6 

+ 711 -1121,304 

17.6 

4,458 

3,218 

-1, 505 

5. 6 

138.4 

145. 9 

l. 2 

310.4 

304.8 

il l. Jlfl死またはお故後24川！Erl以内に死んだも のを死亡，全治3011 以Jの S~f!;i を in rt:iとした。 1f1：似lr数には24
II寺問を経過して死んだもの64人を合む （1lii年J1iJ」：81人〕

36均仁、｜王JV] 35年l"J脳l
人UlQ万人あたり化品数 5. 9 6. 0 
自動車1,000台あたり死者数 0. 9 1. 0 
（人口および車両は各 3月末現伝による〉

3 上表のほかに鉄道事故 （専用軌道 ・ 駅構内事故） として，件数73件， 死者 38 人および負傷者 48 人を~J:.
じ，前年同j切に比較して件数2件，死者20人および負傷者 7人をいずれも減少した。

4. また，水上ゴキ放は件数12件，死者O，負傷台 l人を生じがl年同WJに比較して件数2件，負似者 1人を附
』IIしfこ。

付表2 第 1当事者別事故件数 ・人身傷害 。協和36年上半)VJ)

二地 竺士者」人J El 1w竺 ！三こ｜時旦企：内空間閉些；~!J 土 ， ;i 1 
子 l尖数 J l, 410 I 58, 729 I 29 268 I 2 6, 165 I l, 909 I 44 I 68, 556 I 

{* I分 1'1i% I 2. 0 ' 85. 7 I ※ o. 4 I ※ 9. 0 I 2. 8 0. 1 100. 0 

数 I 1)1j年同期実数 I l, 114 I 59, 610 ! 44 337 I 4 I 5, 364 I 2, 558 I 49 69, 080 

死

者

数

実数

分 布%

liiJ年 Jl'lj 民IJ ~た数

59 I 425 I 2 5 4 68 18 581 

10.2 73. 1 0. 3 0.9 0. 7 11. 7 3. 1 100. 0 

43 427 I 3 57 28 558 

136 1, 940 I 12 I 8 503 89 2,689 重 実数
傷
者 ｜分 布% 5. 1 I 72. 2 - o. 4 o. 3 18. 7 3. 3 ※ I 100. 0 

数 I 前年同則実数 111 I 2, 407 I 1 5 I 1 371 132 - ' 3, 028 

1経 尖 数 1 l, 243 I 17, 637 6 68 4 4, 596 4, 482 17 25, 053 
1長一弘 分 イIiタ6 4. 9 ' 70. 4 ※ 0.3 ※ 18. 4 5. 9 0. 1 100. 0 

薮 ｜前年同期実数 1川 71叫側 1 13 97 2 1制 1 i. 909 I 18 26, 558 

注 第当事者とは，事故当事者のうち過失の度合の大きい方をいい，転在i，転落等単独事故のときは，その者
を第 1当事者とした。
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ィ、l表 3

三一一川ス川川川用輪愉輪他明川一峨

故＼一円門家楽家楽家H一川川
一－＼一j’川E一

ヰb一タハハ八呂’U笛白二・の一同
42fll－－III－一一一－m

H一貨物貨物一l
＼」凶輸釆川ハ凶愉三輪軽軽そ不合一注

ィ、j表 4

ーードJJ』Ili－－一ヰ

分一1一は

数一12914822356429一M十γ一72354053121412一－J

hF一qδaaz4の4nunblAaznLPUn－“AUAU7一まj’：：：：：’一k口一Aせ1ム噌ipopbワ】FDqdnb1414QU一ーll
hHけ一115一；一

自動車事故細 別

一一70ω2mm3906m11ω一説

｜｜副一｜←の
布。／←47513672406870一tイイ一・・・・・・・コt

1劃1809469luu．川判ババ引JUJ11E一85339511554107一附日14－61042668173245－JM 
あ一，L，，，，，’一台M制同一qaA9’IqL。，白山ヨ一－

「国｜一一同
hvA一ハUワdnyヴtqdAせnU守iqL1A1AハUFbFb一rH日

並寛一371511432112一佐
沼一14一録

列一『登

期数一53567434083520一。
同件一WC日却問打目礼幻位mGU臼一た

年故一4LLFU4乙＆広AhLnL一つ
前事一115一よ

一分一一

一oonuoonvnuAUZA味噌ムハuqu弓tnU唱inu－－’EA内y臼噌EムハHU－
－、r一1ム一交通事故の原因｜自動車事故

布%一087j；010J；6・33780一

一轍一ぉ5臼四回目8TJMMl口山一

一一し一一守必ノ一一
原因区一芥一一一事故 ー｜｜ 事故件数 ｜｜分 布%｜死

1¥ ｜詰j 距離無視 6, 578 11. 2 

徐 1 j- L小 履 1 J 6, 309 10. 7 

追 越 違 ）〉ι 4,408 7.4 

運転操作ィ、li{i：災 3, 720 6.3 

1っ き YI. 巡 •I!ぶ 3, 208 5.4 

右 祈 7f n~ コ忠b． 3, 175 5.4 

後 J送 乃4 注 2’·~ム，a-τ 3, 123 5. 3 

ll{y 作 JI：不履行 2, 559 4. 3 

／し :jfj- ィ、 n: L、山，』、 2, 507 4.2 

Je ヰi + t七 ’Y凶ff‘ 2,307 3.9 

臼足先 ~：油権！！正悦 l, 673 2.8 

JU liOJ ;£ 度 進 iえ l, 311 2.2 

計T ノ仁 1,224 2. 0 

ィ、 :i!l t点 1,092 1. 8 

t凶 公L 述 •Ji弘t 870 1. 4 

+ ti: .＇山，＿、 813 1. 3 

’J 
;1!提 視 761 1. 2 

；白 -Olli i!il 1 J- 759 1. 2 

プ レー キ 等 iド［J1j欣陣 739 1. 2 

歩行占保護不 Yr!l.行 717 1. 2 

軌道敷｜λl不 当 通行 629 1. 0 

j)_fi fi 怪： ノ！.f- 11旺 m 621 1. 0 

古I/ ，込 み 585 0.9 

.ifil + 処i 千j 543 0.9 

J丙 気 運 中ム 487 0.8 

ドアの 開閉不 注意 442 0. 7 

日告 切 不 注 王晋 327 0. 5 
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掛勾MA一今、υ凸wdqa勾tny一
一報一行un必M位四位幻礼的ロ必肝一iJ一’’’’’’’－HUM－守AqO1ム44τηLAAτ旬止の4一

負一2一

（昭和36年上半期）

一対故一一

一死%一64738747983947一
一数一00010仏O仏仏仏oolo－

－件率一一
一対者一一

一事%一5747254443634一一－叶Ad－－－－－－－－－nκ“一一司’一5188621i93780一
一車率一311212一

。l討和36年上半JW〕

者 数 ｜対件数死者率%

4 ※ 

53 0.8 

28 0.6 

32 0.8 

33 1. 0 

12 0.3 

26 0.8 

13 0. 5 

9 0.3 。
4 0.2 

73 5.5 

4 0.3 

3 o. 1 

35 4.0 。
2 0.2 

7 0.9 。
14 1. 9 

2 0.3 

4 0.6 

1 o. 1 。
6 1. 2 

2 0.4 

14 4.0 



事故
｜事 故件数 ｜分 布 % ｜ 死原因 区 分

fコ"- 図 不 緩 守f 266 0. 4 

）~； 眠 i豆 I転 258 0.4 

ブレーキ踏 み損 じ 254 0.4 

！也 iドの直前横断 234 0. 3 

中ム 民｜ i主 i又 202 0. 3 

1i1j ！開灯 げ ん惑 197 0.3 

偵 ー依 乃、 u: J、己J1、 194 0.3 

iドの停止処 i宣 不完全 178 0. 3 

惨i 的i 3星 bi. 167 0.2 

児童幼児等の保護不履行 144 0.2 

（注） 1. 仁l 動車が第 1 当事者であった事故の第 2 次！京凶について~ I ·上した。

2. 対件数死者率の うち※は 0.1%にみたないもの。

3. 第38（立（88件〉以下はi絡す。

付表5 交通事故の原凶 l歩行者事政

；~す一一主竺」 事故件数 ))' 

iド J直 に飛び山 す 368 

ヰ互の ifLtiiリ山後桃 山i 292 

法i 気 よ、 千j 268 

横断歩 j邑外横断 121 

日ワ !w〔 ｝見 116 

幼児のひとり歩き 90 

横断の際かけ：1：し 75 

『古 切 不 注 ←，L< ‘也I、 61 

t各 上： i佐 戯 43 

f.!li tl)i 32 

!, {J!IJ .l1JJ fi 28 

jjj jよ ri' 25 

路 」： i'F 3長 22 

（注〕 1. 人が第 1 当事者であった事故の第 1 次原凶について~ I上した。

2. 第14位 (15件〕以 Fは略す。

イJi%

26. 0 

20. 7 

19. 0 

8. 5 

8.2 

6. 3 

5. 3 

4. 3 

3. 0 

2目 2

1. 9 

1. 7 

l. 5 

者 数 ｜対件数死者率%

。
。
6 2.3 。
。
8 4.0 

3 1. 5 

1 0.5 。
2 1. 3 

。昭和36年上半JVJ)

死 者 数

1 

。
1 

1 

4 

3 

。
48 

。
。
。
。
。
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付表 8 道路等の事故原因｜ 道路欠陥

（昭和36年上．半見）］〉

＇）下 1
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救急車のサイレンーそれは聞く人々に夫を，

妻を，わが子をあるいは年老いた親を険に捕か

せて一瞬の不安に胸を痛めさせるであろう。だ

が急な病いに倒れた人はもとより，交通戦争と

までいわれている昨今の交通市故によってわが

身に傷つき，路上に坤吟している人にとって近

づきつつあるサイレンの響きは，救いの手がさ

しのべられる足音と感ずるのではあるまいか。

特に昨年 1か年に13,000人に近い人々が痛まし

い変通事故の犠性となって死亡したような最近

の交通事情の下では，救急車が東奔西走するの

もまたいたしかたないことであろう。そこで東

京消防庁本所消防署救急隊の人々の交通事故に

対する考え方を聞いてみた。

一本所署ーが最近の統計によると救急件数および

収容人員数が都内随ーであることについて一

本所署管内は般空写真をみても判るとおり，

道路が碁般の目のように整し、，舗装されている

うえ，都心でノロノロ運転をさせられてきた市

がここまで来るとどうやら空いてくるので解放

感が反動となって急い速度をあげることが原因

していると思う。またいわゆる下lllTの傾向とし

てオートパイ ・スクーター ・バイク の数が多く

これらが事故の大半をしめしている。これらを

結果的にみれば良い道路ほど事故が多いという

皮肉な現象を呈している。

という答えを裏書きでもするように編集子が

訪問した一刻，約 1時間半に聞をおいて 2件の

交通事故が発生したが，被害者はし、ずれもλ イ

クに乗った人。

一時間的にみて何時頃が事故が多く起るかー

時間的なこともあるが， まずH与季的にみて，

春さき，夏そして年末が多し、。この点人！日lの心
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交通事故は防げる

取材記事

一それぞれの立場からー

その 1 救急隊

掛けの問題もあると思われる。そしてこの時季

を通じていえることは，雨の日と土曜日が 多

い。これは視界不良ということと人の出歩きが

多いことが原因となっている。

そして円耀日は少なし、。さらに時間の点にな

ると夕方から 7～ 8時頃までが多いがこれは買

物に出る人とか，家路を急ぐ人とがごった返え

すからのようだ。夜遅くなってからの事故の数

は少なくても起ると大事故になり勝である。つ

まり酔払い運転とか居眠り運転が大きな原因と

なっている。

一こんなに交通事故で起るのはやはり道が狭い

ところへ車が増加 したからかどうかー

そういうこ とはもちろん考えられるが，それ

だけでなしに端的にいって交通法視を守らない

ということが大きな問題点と思われる。これは

必らずしも自動車の側にばかりし、われることで

はなく歩行者の側にもいわれるべきことです。

もちろん前にも挙げたとおり，酔払い ・居眠り

運転等もあり，さらに無暴運転 ・無免許運転な

どもあって無防備に等しい歩行者より， ドライ

ノくーのほうに責められるべき点が多い。特に原

付自転車とか単車などでは若い人が無暗みにト

パしており事故寸前の状態である。交通問題は

政治問題となっている。歩行者もドライパーも

まず交通法規を守るということが第ーの条件で

ある。

事故現場に黒々と横たわる被害者の姿。誰が

家を出る時のこの人の後姿に，否事故の一瞬前

までのこの人の姿に今の悲惨な姿を予想したろ

うか。救急車はこうした人を救うために昼も夜

も交通戦争の戦場を走っている。



取材記事

その 2 救急指定病院

単に交通事故といっても事故の態様を区別し

てみる と車対車，車対人とに分けてみることが

できる。 だがそのいずれの場合でも人命に被害

があった場合に登場するのが救急車と救急指定

病院である。

ではこの救急指定病院に日夜を問わず担ぎ込

まれる人々が受けた傷害というものにはどのよ

うな種類のものが多いか，そして救急指定病院

の医師がこうした交通禍の減少をどれ程願って

いるだろうか等につき，東京都港区の川瀬外科

病院に川瀬潔院長を訪ね，そのご意見を聞かせ

てもらった。それによると

同病院に担ぎ込まれる人は虎ノf勺を中心とし

て芝，赤坂，丸ノ内，麹町，麻布と 6消防署管

内で起きた交通禍の被害者だそうである。

被害の態様としては軽傷， 重傷，死亡などに

分類され，軽傷には頭部，顔面，躯幹，四肢の

皮膚擦過傷，打撲による皮下出血等で， 重傷に

は頭部の強打撲，頭葦骨々折，頭蓋底骨折， ijj;q

髄損傷などが多く，これらが死亡原因の主なも

のとなっているそうである。また胸腹部内臓損

傷，その中でも側腹部の激突による肝臓裂創が

あるが，これらは比較的少ないそ うである。同

病院が扱った被害者の外傷の種類についてみる

と

外傷の種類 (35. 7. 1～36.6. 30) 

性｜打 l挫 ｜捻 ｜脱 i ’ll 折 ｜死
｜｜ 裂 II I I I 

別｜撲 ｜創 ｜挫 ｜自陣向上肢｜下肢｜背椎｜肋局｜亡

男｜刈 1d491 61 111 261 391 21 9! 51 
_,J ] ] ] nl nl J J ハI:I n 

I ;.13::11;:1 ;;1 ;1 J 2:1 J ~I 1:'. ; 
I I I I I I i I 
36司1月より12月に不る入院後の死亡数8人，そ

の今：；＇；i；がjjJ(f;j；外｛j;jによ るものである。

さらに加71：；市の純！別による受傷部位をみると

原因別受傷部位別 (35. 7.1～36.6. 30) 

1Ji J!l~－）~lmi Ji宮崎l京I~m I些t：~－~i竺巳！
I ,,I I I I .,I I I I I Ji4輪釆IllI 61 引 8 1121 I I 

1向l凶刷物IJ 41 1! 31 ~I 141 181 10: 8~ ： 
動j I I I 〕 l:1 I :1 

｜三輪貨物 ｜ j • I 剖 , o, I 01 
tF[ I I j I ... nl I .I I I 

輸I381 , . 臼 I I 11 I 
経 二 輪 I241 2i刷 必 3191剖 81η
｜電！ド （問；内）I 4! 2例引 1121 61 01 1 6 ！ 

"' ：~ I 22:1,:1 :1山2ι ：； （ 
これらは前記したとおり同病院だけの数字で

あるが，院長は交通禍の減少を願ってさらに次

のよ うに語っている。

「自動車事故の原因には車間距離の無視，徐

行不履行，追越違反，わき見運転，速度違反，

酒気運転等であり，これらについては運転者の

注意を望みたい。 また児童の路上遊戯，幼児の

ひとり歩きなどには保護者の注意を喚起したい

と思う。都内には種々雑多な自動車が70万台も

あり，そのうえ原付自転車，自転車などが加わ

って交通はますます混乱しているの であ るか

ら注意、のうえにも注意を重ねてもらいたいと

思う。」
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「自動車を運転する人は，人が横断歩道をわ

たっているの見たら徐行してきてから止まって

ほしいんです。mいスピードで走ってきて止め

るんですけど止まってくれるのかどうか判らず

ヒヤツとさせられますね。」

学童を交通禍から守るために登校II寺，下校時

に黄色い旗を振って街頭に立つ緑の小母さんは

これが一番の願いですという。全部がそんな運

転手ばかりではなかろうが確かにそのような運

転手がし、る。 もしブレーキのかけ方が一瞬でも

遅ければ事故が起ることは判然、りしていること

なのに何故徐行して来ないのだろうか。

「停止の信号を出 しているのに今なら通れる

と思うのでしょうかスリ抜けて行く門動車があ

るんです。」

こういう運転手には自動車はたしかに兇器で

ある。こういう時には「現認カード」というの

に車の種類，番号，横断中の児童の数などを書

き込んで警察に提出するのだそうである。

「横断中なのに走りねけるのは単車が多いで

す。 しかも年の若い者が運転しているのが。」

現認カードというのがあっても，

「違反をつかまえるよりか横断中の児益を守

るほうが大変だから逃げられたりします。」

1台の違反車を追っても 1人の児童に事故が

起きてはそれこそ大変。単車はナンパー プレー

いも小さし、からサテとにらんでも r~n に合わな

い。ダンプカーでも こうした例があるらしい

が，このほうはナンバープレートが泥まみれで

判らないという。半I］らないといえば方向指示探

についてもいわれている。

「方向指示添の出しつ放しには困ります。曲

るんだなと思っていると真直ぐ来るんですから

ハツとさせられます。」
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その 3 緑の小母さん

こんな経験は緑の小母さんに限らず多く人の

が味わっているだろう。方向指示器の出しつ放

しは判断を狂わすもとになり，事故の原因であ

る。

子供は一瞬も休むことをしらず動きまわるか

ら渡つてはいけないという信号を出していても

車道に出る子がし、るのではないかと思ったら話

は逆で，むしろ大人の注意が促された。

「児童はよく守ります。守らないのは大人の方

です。大人なりの判断で車道で何回か車の流れ

に立ち止まらされながら渡る人がいますけど，

そういうことは止めてほしいです。」

強い言葉でいわれたがなるほど言われるとお

りである。大人が守ってみせなければ勢い子供

も守らなくなるだろう。教育という問題は全国

民の問題だといわれながら案外等閑視されてい

るのも，こ うした生きた教育の場での大人の態

度から判るような気がする。

緑の小母さんはさらに続けた。

「学校の先生達は児童が交通事故にあわない

ように一生けん命に努力しているのに家庭では

無関心なところが多いらしく，そんなところで

事故にあっているんですから家庭の協力も必要

です。」

教育を学校まかせと思っている人は今どきほ

とんどあるまし、。だがどこかに手ねかりがある

のかもしれなし、。

「子供に信号を守らせるには愛情をもって接

することが第ーです。」

緑の小母さんはこういって口を閉じた。交通

事故が激増し， しかも子供の事故が多いがゆえ

に緑の小母さんという制度ができたわけだが，

こうもしなければ児童を交通禍から守れないと

いうことに大人は反省しなければいけないので

あろう。
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その 4 交通機動 警 ら隊

正式な名称をもってすれば「交通機動警ら隊

々員」である白バイの警察官は近頃の交通事故

の激増について次のように語ってくれた。

「全般的な見方からすれば自動車の絶対量が

多いといえる。そして局部的に見れば互譲の精

神がない。だから我れ先に突っ走るから混乱が

起ることはもちろん事故を起してしまう。交通

ということに対する観念が熟していないからだ

と思う。」

「交通法規を守っていれば事故が起るわけが

ない。」

というこの警察官のいうとおり事故を起した

車は必ず違反をやっているようだ。交通法規と

はそんなに守りにくいものだろうかと疑いたく

なってくる。

東京警視庁では現在約 330台の白バイをょう

し本庁に 3個小隊（ほかに街頭車柄検査小隊と

いうのがある〉。 立川，目黒，野方，厩橋，亀

有に分駐所があって活動を続けているそうであ

る。また鮫洲には特車小隊というのがあって，

これは俗に交通パトカーと呼ばれている交通専

門のパトカーだそうである。ところで白バイに

乗って街頭に進出するまで 2年近い期間の訓練

を終ており，各種の運転免許を取得してからだ

そうである。

「事故を起す車の種類はトラックが多く ，同

じ都内でも街道の方に多く見られる。」

一頃は神風タクシーが騒がれたが，昨今では

「暴走トラック」，「砂利トラ」が非難の対象と

なっているのもトラ ックの量が営業用，自家用

をあわせて約45万台（東京都内）もあるから考

えようによってはやむをえないことかもしれな

い。だが白ノくイ隊員はいう。

「率が多くて道路が狭いのだから混雑するの

は当然のことだろうが，だから事故が起っても

しかたがないんだというのは理屈にならない。」

この言葉のうらに前にも述べられた交通法規

の無視と互譲の精神のないことがし、われている

ようだ。また都心部の混雑から抜け出した解放

感と遅れた｜時間を取り戻すために街道に出ると

速度を上げるから事故も多くなろうし，起った

事故は大きくなるわけである。 しかも街道は比

較的道もよいのでつい速度を上げるのであろ

う。

「道路が整備されているとかえって事故が起

る。」

とここでも救急隊員に聞かされたことと同様

のことがし、われた。

白バイ隊員に交通事故はどうしたら減らすこ

とができるだろうかという意見を聞いてみる

と，運転者側に対しては今迄に繰り返えされた

とおり，交通法規を守ることが望まれたが，歩

行者の側に対しでも

「歩行者は優先通行権があるんだからといっ

た気持を持つだけでは困る。事故の原因をみる

と歩行者も悪い場合が多い。歩行者も交通法規

を守ってもらいたい。」

という意見が述べられた。そして現に学校な

どを会場にして安全教育を行なっているそうで

ある。

白バイ隊員は 「人命の尊重」ということを大

きな目標として連日街頭に進出し，交通違反の

指導取締り， 交通の整理に当り，都民を交通禍

から守っている。同様に街頭車両検査小隊も速

度取締り，重量検査，車両検査を行ない事故の

発生を未然に防止しているそうである。

「運転する場合はもちろん，道路を繍断する

際にも絶対に無理をしないこと。」

というのが交通取締り担当者の言葉だった。
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その 5 貨物輸送会社にきく

歩行者が交通事故に遭うといえばまず傷害を

被ることは免れない。そして加害事の種類はと

いえばトラックの多いことが挙げられる。都内

を走っている車の大半がトラックであるから事

故を起すのも多いであろうが，一頃騒がれたト

ンボ返えり運転の砂利ト ラックはまさにその雄

たるものであった。そこには呉市なまでに劣悪

な労働条件が運転者に強いられていたのだから

居眠り運転などが起るのは当然のことであった

ろう。こうした労働条例ーも世論の前に次第に改

善されてきているようであるが， トラックを駆

使して貨物輸送にあたっているトラ ック会社で

はどのような労務管理あるいは安全教育を行な

っているだろうか。東京都港区のO運輸株式会

社の役員N氏にその点を聞いてみた。

同社は戦時中の企業統合により，数社が合体

してできたもので，事業区域は都内一円，川崎

船橋となっており，この地域で発着する貨物を

取扱っており営業所は 7か所あるそうである。

トラックの台数は 5t以上が80～90台で， 5 t 

以下が30～40台， 運転者の数が150名程度だそ

うである。その稼効率は90%前後で，残りの10

%程度が車の修理や，車両検査， また運転者の

休暇が止まっている。

警視庁の行政指導によると車5台につき 6名

の運転者が必要とされているが，運輸省陸運局

の指導ではそれより若干下廻っているそうであ

る。

給与形態は本給が，

基本給＋歩合給＋精勤手当＋家族手当で，基

本給は全体の50～60%程度，歩合給は30%程度

で他が精勤手当，家族手当だそうである。

時間外手当は労働基準法どおりというから給

与面からする労働過重が起ることは一寸考えら

れないようである。そして大体の給与状況は勤

続4年程度， 25才位で2.5万円ないし3万円程度。
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もっとも運転する車が小型であると給与は低く

なってくるが，この場合は年令が低い者が 多

く，途中で大型車に移行するそうである。また

無事故で通してきた運転者は昇給，賞与の際に

考慮されるそうである。

最近の運行状況についてきくと，大体昨年ぐ

らし、から時間がかかるようになり予定時刻を過

ぎて到着するものが多くなったそうであるが，

だからといって別段罰則があるわけではなし、。

このように交通事情が悪化してきたことについ

て

自家用乗用車 ・自家用トラ ックが最近非常に

よ曽加してきたこと を指摘している。

同社が行なっている安全教育というものは別

段これといってものはないが，同社屋に入って

みると，交通事故を防止するべき標語等が壁に

数種類貼つであり， もつばら精神l爵からの教育

のようである。それでも同社は未だ警視庁から

1回も警告を受けたことのないところだそうで

あり，東京 トラック協会でも同社が車の所有台

数に比較して事故がごく少ないところであると

認めていた。

車種別規制についても同社では路線トラッ ク

などが規制の対象となっており，直接うちには

関係ないが大変な問題だと思う。規制する車の

対象には種々の意見もあろうが，規制そのもの

は必要じゃなし、かと思う。という意見であった。

また人身事故について同社では，安全教育の

中に含まれる問題であろうが，人身事故は絶対

に起さないようたえず運転者に呼びかけている

そうであるが，それでもやはり起ることがある。

その場合ほとんど車の側に貴任のないことがあ

るが同社としてはできるだけの救済を被害者に

しているそうである。しかし事故が起った後で

はもう遅し、。運転者にも注意しているが，歩行

者も無茶の通行はやめてほしいと望んでいた。
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0プロローゲ

自然のいろいろなわざわいから，自分や家族

を護り，安心して働ける場所と， 「休める場所

を」つくるために，私たちの祖先は，昔から，

様々に工夫をこらしてきました。

そして， 一時的に休める場所から，四季を通

じて暮せるすまいへ，更に代々にわたって住み

とおせる家へと， 日本の民家は，北緯30度から

45度に及ぶ，それぞれ異なる気候風土と生活の

仕組みに合わせてつくられてゆきました。

Oタイトル

O桜島の噴火

火山の島， 日本－－

O曲がった木々とその根

そして，また，台風圏の国， 日本一・一この凶

土に，私たちの祖先は，強く根を張り，一生懸

命，生きねいてきました。

0鹿児島を示す地図

その火山と台風の影響を最も多く受けている

鹿児島県・．．．．．

0熔岩地帯

熔岩に覆われた土地・．．

0シラス台地

火山灰や火山砂の堆積したシラス台地……

O土地の開墾

こうした土地を開墾した代々にわたる苦労－－

それは，今尚， うけつがれ，主な農作物は，

大根，カボチヤ，甘藷， タバコ ・・・

水田より骨が折れ，利益のうすい畠づくりに

精を出すこの地方の人々・一

Oニ棟造りの集落

こうした火山氏地と台風の通り道に当るこの

地方には「もや」と「かまや」と呼ぶ別々の椋

から成り立つ「二棟造り」 の民家が多く見受け

られます。

昔からこの地方で行われている分家の制度 ・・

．そうした家族の分散を示すかのような小さな

構えの家々・

また，J!k業を営むかたわら，士族の身分をも

っ，半土半J!!kの生活をあらわしているともいえ

る二棟巡り・・…・

0民家の外景

こうした家々は，雨が多いため屋根の勾配が

急で， 「もや」の床は高く吹き通しになってお

ります。

0民家の内部

「おもて」 「なかんま」と II子ぶ駿客用の座敷

を中心とした「もや」 の内部……

炊事場と居間の役目をはたす 「かまや」の内

部一・．．．

家人は普通この 「かまや」に住み「うすに

わ」 と呼ぶ土聞を炊事場とし， 「なかえ」とl乎

ぶ居間をすまいの中心にしております。

「なかえ」につくられた炉…・・・この火気を利

用して乾燥する収穫物・

0住民

こうして，この地方の二棟造りの民家には，

自然、のさまざまなわざわいにもめげずに生きぬ

いてきた人々の歴史が深く刻まれております。

O佐賀平野

同じ台風の通り道でも，九州第ーの米どころ

として， また，l肥後米， 1J.＇（後米の名も高い， 日

本でも指折りの米の産地である佐賀県・・．．

0佐賀を示す地図

中でも，有明海に臨む九州、｜の代表的なテ‘ルタ

地帯・・・・・・佐賀平野・．．

0クリーク網

沃野をうるおす水路の発達と， 高い気温…

稲作に最もふさわしい条件を兼ね備えている

この地方では， また，米の生産を中心とした生
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活が営まれております。

Oくど造りの集落

暴風雨や皐りつづきの災害にも，田植えやと

り入れの農繁期にも共同作業を行なうため，大

体，一つの地区に集まっている村の家々・一。

Oくど造りの外景

しかし，水団地帯の常として，木材が不足し，

また，毎年のように訪ずれる台風にも備えて，

この地方には，小さな低い屋根の形が，片仮名

のコの字型を思わせる家々が数多く見受けら

れ，これを土地の人々は「くど造り」或は「扇

谷造り」 と呼んでおります。

風当りの強い南側に向けられた半らな面・．．．

風に対して， ふんばりの役円を受けもつよう

北側に突き出した二つの棟－一

南側にある入口・・

0民家の内部

その屋内・・・・・・ 1::1本の民家に共通した田闘の｜封

の字型に間仕切られている四つの部屋・．．

そして，仕事場兼炊事場の役目をはたすと共

に農閑期には素朴な社交場ともなる「にわ」と

呼ぶ広い土間－

人々は，ここで，あり余るほどあるワラを焚き

物にして煮炊きを行ない， ワラを材料として高lj

業を営みます。

0くど造りの民家とわらこづみ

こうして， ここでは， 「ワラをもつかむ」と

いう切羽つまった言葉とは反対に， ワラを高度

に利用した生活が営まれております。

0日本海

こうした沃野に恵まれた米どころとは異って

ここは，海岸近く山々が迫る島根県－－

O灯台

その島根半島の西北に立つ， 日本で最も高い

日御崎の灯台－．．．

0島根を示す地図

夜空に輝くその光のように， 日本の文化に最

も早く光をもたらした出雲地方・・－

ここには，今尚，神話と伝説がゆたかに呼！汲

しております。

0出雲大社
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その中心， 出雲大社・・・

H本妓古の神社として， また，伊勢神宮の唯

一神明造りに対して，大社造りと呼ばれ，日本

建築の原型として何がれる出雲大社の神殿－

O出雲かぐら

そのネq1前で上演される出雲かぐら

この神話の世界にくりひろげられる素斐I！鳥命

の遠呂地退治…－

O斐伊川

この八俣の遠呂地こそ，古代出雲文化の中
砂かわ

心，簸川平野を流れる斐伊川をかとどったもの

といわれております。
しんじ ζ

日本海から宍道的lへ，一夜で流れを変えるほ

ど，遠い背から氾濫をくりかえしてきた斐伊川

とその流域の村…

0築地松と民家

この地方では，農家が一戸づっ孤立して，家
ついじまっ

の西北部を「築地松」と呼ぶ梢を苅 りこんだ黒

松の林でかこんでおります。

この築地松は，防風林ともいわれ，また，土

地が川底より低いため，家の周囲に築いた士堤

の土止めに利用した水防林ともいわれ，その一

隅に，八俣の遠呂地をかたどった荒神様をまつ

っております。

O民家の外景

このように，築地松にかこまれた各民家の入

母屋造りを思わせる茅ぶき屋根・・・・一

両端が強くはね上がっている大棟…

大棟の強いソリに沿って扇状に聞いている椋

おさえの竹一・…

家人の出入口とは別に来客用のくつぬぎのあ

る縁側と客間・・・・－

O民家の内部

田の字型，十文字に間仕切られている四つの

部屋・．．．．．

この土地の人々が呼んでいる接客用の「おも

て」 ・・

「まえば」

「かつて」「なんど」－

そして， 「土間」・・…・

土聞はここでも広くつくられ炊事場兼仕事場

として利用されております。



0簸川平野

こうして，最も早く文化の恩恵に浴し， 日本

の表玄関として栄えたこの地方から，やがて，

大和地方へ歴史の歩みがつづけられてゆきま

す。

0兵庫を示す地図

その通路に当る兵庫県，－

O丹波山地

中でも，紀伊山J也に次ぐ日本第二の木の幽，

汁波地方・・－

O古噴

その山聞の盆地にs~受ける数多くの古l岐

O篠山城E止

また，中心部，篠山町に残る城~1J:など，古 く

からこの地方が山陰と山陽を結ぶ交通の要路と

して栄えたことを物;fl；っております。

0入母屋造りの集落

この篠l上｜から東にのびるが街i釦こ治った村々

一こ こには，入時短足jりのxしい民家が数多

く見受けられます。

「破風造り」とも呼ばれるj,.U11'1ゆたかな大き

な屋恨・－

O民家の外景

1奈l喰で白く塗りこめ，中央に僻トI＇，しを ひかえ

めにあけている入母屋の妻・．．

l手く ふいた屋根の茅・・・

0民家の内部

「通り間」と呼ぶ土聞をはさんで向い合う部

屋とうまや－ー－

間取りは「ざ しき」 「中のま」「次のま」と

部屋つづき， 「へや」 「だいどころ」を広くと

って，Illの字の喰違い型に間仕切られ， これに

広い土聞がつづいております。

そして， 家の中央に槍の大黒柱を置き，相と

[rijじ方向に粟の小極柱を置いて，この 2本の位

を怯の大梁でつなぐ，一名「あまつり」と呼ぶ

構造に木の国のゆたかさを示しており ます。

0竹林と竹細工

この木の国に多い竹林・・

木村bこ忠まれでも，水凶に忠まれないこのj也

)jでは， いきおい，竹を材料とする~·；11業が巧え

II¥され，良家の生計を助けております。

父械の真似事に始まった竹細工から，やがて

尚度の技術が生まれ3 更に代々受けつがれて光

成し，今では立派な美術工芸品を作り川すこの

地方の人々 ・

こうして，都に近いこの丹波山地では，きたし

い入母屋造りの民家と同じように，そこに住む

人々も都風のみやびやかさをその生活のr[Iにた

たえております。 （続〉

新刊紹介 日本化 学会 科If

化学および化学工業のための防災指針 〈第1集〉

発行丸善株」に会 ti: 定価 1.300円

JJl杭における日本の防災，特に工場防災は，

｜止のlhの進歩が著しいため，長距縦競争でいえ

ば，二周も三周も遅れて走っているような状態

である。 この差を段々につめていって追いつく

には，よほどのカ‘ンバリとスタミナが必要であ

る。 化学および化学工業に関連する防災上の諸

問題は特にパライアテイ に富んでいるので， 1111

々大変である。

こんど丸善から発行された防災指針は，主と

して化学工業に関連する危険物物品の製造，愉

；~ ， l削減，使用などの作業を安全に行なうため

に，火災，爆発，中毒，職業病，傷’占，公害な

どを未然、に防止するための具体的方法を記述し

たもので，法規のように強制力をもつものでは

なく，自主的の災害防止の実際に役立つように

編集されたものである。第 l集につづいて，本

年中に第 1集，第四集が発行される予定である

が，その内容を示すと次のようになる。
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第 l集

1. エチルエーテル

2.カーパイド

3.過酸化ベンゾイル

4.金属ナ トリウム

5.過化エチレン

6. 水銀

7. セルロイド

8. ベンゼン

9. 溶解アセチレゾ

10. 諸物質の火災危険性

第｜｜集

11. フェラ〈ール

比班塩素虫~｝.リウム
13. シアン化水素

14. アグリロエトリ ノレ

15. プfソリ ン

16. ナフタリゾ

17. トリクロルエチレ ン

18.二階化犠素

19. エチルアルコール

20. タンク内作業

第｜｜｜集

21.塩素酸カリ ウム

22.ニトロベンゼン

23.アニリン

24. パークロルエチレン

25. メチルエチルケトンパーオキシト

26. 液体カセイソーダ

27. 四極化炭素

，、，”M 門－・胸、，戸、y、、，、 r、、・’.. ..－、，、、／『】I州、戸、I戸、J『白・問、三・

｛ 目次｝
う 上野の戦争…………...・H ・－…・小f!.11!] fli葉 ¥ 

) オートスライドの紹介

) プロパンガスの安全ABC く
う まんが……………………森比呂志

う危険物の規制に関する政令等

〉 実施以後の問題点について...・H ・－

……・清水忠雄 ~ 
3写真特集新型梯子消防車 ミ
う 大火時に発生する火の子と

〉 飛火現象のお話・・・……・亀井卒削j)

〉消防施設寄贈都市一覧表 ~ 
k 〔 f 、，．、＿，，＿.＿.『J 、へ，、F 』戸、バ
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28.塩化ビニル

29. フッ化水素酸

30. ホルマ リン

このような指針は，米国においては Manu-

f acturing Chemist’S Association （化学技術者

協会〉より発行されている “ChemicalSafety 

Data Sheets，，および NationalSafety Coun-

cil, Inc.（全米安全審議会〉より発行されている

“Data Sheets，，が有名であるが，その内容を

比較検討すると，その項目の数は日本の方が詳

細である。特に米国では記載されていない災害

事例，参考文献の項目は真に有益である。また

米国では未だ発行されていない新しい化学薬品

についても既に指針ができておるものもあり，

防災上の新知識を得るには便利である。一般に

防災の専門家の学歴を調査すると，その最終：学

校における専門として，化学を専攻したものは

極めて少いようである。 したがって機械，電気

建築等より防災の道に進んだ人でも，少くとも

化学工場の防災をやる以上はこの程位＝の知識は

必要なことと考える。一般によくいわれること

であるが，化学関係の知識を得ることは，なか

なかとつつきにくいので独学が難しいといわれ

ている。しかし，他人の知識を当てにした り，

「知ったかぶり」をされたりしては，真に危険

極まりないことである。その意味において，こ

れらの防災指針は，特に化学専門の技術者以外

の人に大いに利用していただき，誤りのなし、防

災活動を行なっていただきたいものと考える次

第である。 （左右l凶信一〉 以上
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日本損害保険協会刊行物 （実費配布 ・送料不安）

1冊実費 (12) 電線工場の火災危険と対策

「予防時報」 （季刊雑誌〉 3 0円 (13) アルコール及び合成酒工場。

「防火検査便覧」 8 0 fl (14) 印刷インキ工場 II 

「どんな消火器がよいか」 5円 (15〕 電気通信機工場 ’i 

「火災報知装置」 1 0円 (16) 製紙工場 II 

「危険薬品類」 8 I『
(17〕 塗料工場

「危険薬品の保管取扱に関する注意」 5円

「とっさの防火心得帖」
(18) コム工場 ，， 

61『
(19) 羊毛紡績及び毛織物工場か

「防火委員会設立要綱」 9円

「映画フィルムの火災危険と対策」 1 8円 (20) 乾電池工場 II 

「汽缶室及び煙突煙道等の防火対策」 2円 (21) 紙袋工場 ，， 

「乾燥装置の防火対策」 5円 (22) 織物染色整理工場 II 

防火のしおり 各篇共 1剖＼ 5円 (23) エーテノレ工場及ひeアルコール工場 m

「住 宅」 (24) アスフアノレト工場 II 

「料理飲食店」 (25) 皮革工場 ，， 

「旅館 ・ホテル」 (26) 製靴工場 ，， 

「アパート」
(27) 硝子製品工場

「学 校」
，， 

「商 店」
(28〕 鉛筆工場

「劇場 ・映画館」 (29) ドライクリーニン グ工場。

「一般事務所 （木造）」 (30) 製綿工場 ，， 

（以下統刊〕 (31〕 紙器工場 II 

業態別工場防火資料 各号共 1II~ 1 0円 (32) 精麦工場 ，， 

( 1) 製粉工場の火災危険と対策 (33) 紡績工場 II 

( 2) 油脂製造工場 II (34) 化粧品工場 II 

(3) セル ロイド加工々場 II 
(35) 精糖工場 // 

(4) 印刷工場 射

(36) 家庭電気器具工場
(5) 自動車整備工場

，， 
// 

( 6) ベニヤ板工場
(37) 塗装工場 ，， 

// 

(7) 電球工場 // 
（沼〉 自転車工場 // 

(8) 営業倉庫 ，， (39) 特紡工場 制

(9) 石鹸工場 // (40) ミシン工場 // 

(10〕 製薬工場 // (41) 合板工場 ’F 

(11) 菓子工場 // （以下統刊〕

注「防火検査便覧」以外のものは少部数の申込には無償で提供することがあります。

日本損害保険協会編
東京都千代田区神田旅筒町3～6

書籍「工場の防火指針」・ーー発行所 理工図書株式会社定価550門 〔主要送料〕

日本損害保険協会製作オートスライド及び 16弘映画

オートスライド シ不j隊側絡

「消火器 ・その選び方と使い方」

定価 〔フ ィノレム録音テープ共） ¥6, 500〔送料不要〉

「火災報知機j グ 。4,400〔 。 ） 

「電気火災の話」 （東京消防庁製作
日本損害保険協会編集〕 ，， 4, 800( か 〉

「プロパンカスの安全AB CJ ,, 4, 600( グ 〉

「損害保険の話J ,, 3, 500( 

16弘映画フイ Jl-ム （要送料） ご希望によりお貸しし
ますが，備付数量が少ないため，場合によっては

おことわりすることがあります。

「私達の家庭防火J
「燃えない街J
「一人は万人のために」

「音楽一家J
「工場の防火」
「街を守る子たち」

「修学旅行」
「ともだち」
「ただいま勉強中」
「タツちゃん一家J・・ 0・・総天然色

「燃え上がる炎」
「日本の民家」

全 2:{t 

全 3巻

全 2巻

全 H主

全 5~幸
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